
一
九
五
〇
年
代
の
在
日
朝
鮮
人
政
策
と
北
朝
鮮
帰
還
事
業

1
一
帰
国
運
動
の
展
開
過
程
を
軸
に
一

黒

河

星

子

【
要
約
】
　
｝
九
五
九
年
一
一
月
＝
二
日
、
岸
信
介
内
閣
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
在
日
朝
鮮
人
の
北
朝
鮮
帰
還
事
業
の
背
景
に
は
、
五
年
以
上
の
検
討
期
間
が

あ
っ
た
。
そ
の
間
の
日
本
赤
十
字
社
と
日
本
政
府
の
役
割
を
め
ぐ
っ
て
は
、
研
究
者
の
間
で
意
見
の
相
違
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
課
題
を
再
検
討
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
在
日
朝
鮮
人
の
帰
国
運
動
の
変
遷
と
そ
れ
に
伴
う
帰
還
計
画
の
変
更
を
論
じ
る
。
五
二
年
の
主
権
回
復
後
、
日
本
政
府
の
方
針

と
在
日
朝
鮮
人
運
動
と
の
対
立
は
激
し
く
、
在
日
朝
鮮
人
政
策
は
限
界
点
に
達
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
五
三
年
の
朝
鮮
戦
争
休
戦
協
定
後
に
浮

上
し
た
北
朝
鮮
帰
還
問
題
は
、
こ
の
状
況
に
ひ
と
つ
の
打
開
策
を
提
示
す
る
。
～
方
、
在
日
朝
鮮
人
の
帰
国
運
動
は
、
運
動
団
体
の
再
編
等
を
経
て
そ
の

目
的
や
規
模
を
転
換
し
て
ゆ
く
。
そ
の
過
程
で
生
じ
た
帰
国
運
動
側
の
要
求
と
の
対
立
は
、
韓
国
と
の
外
交
問
題
と
と
も
に
、
日
本
政
府
が
帰
還
事
業
を

実
施
す
る
上
で
大
き
な
障
害
と
な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
矛
盾
を
乗
り
越
え
て
岸
内
閣
が
閣
議
了
解
に
至
る
過
程
を
考
察
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
二
巻
三
号
　
二
〇
〇
九
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
一
九
五
九
年
二
月
＝
二
日
の
閣
議
了
解
に
お
い
て
、
在
日
朝
鮮
人
の
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
（
以
下
、
北
朝
鮮
）
へ
の
帰
還
事
業
の
実

施
が
岸
信
介
内
閣
に
・
・
て
公
式
決
定
さ
れ
や
・
」
れ
を
受
け
て
同
年
倉
日
朝
票
＋
字
の
問
三
朝
垂
垂
菱
民
共
和
国
赤
＋
字
硲

会
と
B
本
赤
十
字
社
と
の
聞
に
お
け
る
在
日
朝
鮮
人
の
帰
還
に
関
す
る
協
定
」
（
以
下
、
帰
還
協
定
）
が
締
結
さ
れ
、
一
二
月
よ
り
北
朝
鮮
帰
還
　
6
1



事
業
が
開
始
さ
れ
る
。
こ
の
帰
還
協
定
に
基
づ
く
帰
還
事
業
は
一
年
ご
と
に
更
新
さ
れ
、
六
七
年
末
ま
で
続
い
た
。
そ
の
後
事
三
年
の
中
断
を

経
て
、
七
一
年
二
月
に
成
立
し
た
「
帰
還
未
了
者
の
帰
還
に
関
す
る
暫
定
措
置
の
合
意
書
」
お
よ
び
「
今
後
新
た
に
帰
還
を
希
望
す
る
者
の
帰

還
方
法
に
関
す
る
会
談
要
録
」
に
基
づ
き
、
帰
還
が
再
開
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
入
四
年
七
月
に
事
実
上
の
終
了
を
迎
え
る
ま
で
に
、
全
帰
還
者

は
九
万
三
三
四
〇
人
に
の
ぼ
っ
た
。

　
在
日
朝
鮮
入
の
北
朝
鮮
へ
の
渡
航
は
、
彼
ら
の
大
半
が
朝
鮮
半
島
南
部
の
出
身
で
あ
り
、
ま
た
渡
日
後
長
い
歳
月
を
経
て
い
る
こ
と
を
考
慮

す
る
と
単
な
る
「
帰
国
」
で
は
な
く
移
民
と
し
て
の
性
質
を
併
せ
持
つ
も
の
だ
っ
た
。
出
身
地
の
あ
る
韓
国
へ
の
帰
還
が
困
難
な
な
か
、
差
別

や
貧
困
な
ど
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
在
日
朝
鮮
人
は
、
「
祖
国
」
と
し
て
彼
ら
を
迎
え
入
れ
よ
う
と
す
る
北
朝
鮮
政
府
に
希
望
を
托
し
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
充
分
な
情
報
を
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
状
況
下
で
実
施
さ
れ
た
、
永
住
を
前
提
と
す
る
「
帰
国
」
は
、
潜
在
的
に
多
く
の
問

題
を
抱
え
て
い
た
。
自
由
往
来
の
不
許
可
は
家
族
と
の
離
散
を
も
た
ら
し
、
ま
た
「
帰
国
者
」
の
北
朝
鮮
で
の
生
活
の
苦
し
さ
が
伝
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
責
任
を
問
う
声
は
、
当
時
の
北
朝
鮮
政
府
や
在
日
本
朝
鮮
人
総
連
合
会
、
そ
し
て
帰
還
事
業
を
提
供
し
た
日
本
赤
十
字

社
（
以
下
、
日
赤
）
や
日
本
政
府
へ
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。

　
一
九
五
〇
年
六
月
の
朝
鮮
戦
争
勃
発
に
よ
り
帰
還
計
画
が
中
止
さ
れ
て
か
ら
、
在
日
朝
鮮
人
の
帰
還
問
題
が
再
浮
上
す
る
の
は
、
五
三
年
七

月
に
休
戦
協
定
が
締
結
さ
れ
た
の
ち
で
あ
る
。
こ
の
際
問
題
に
な
っ
た
こ
と
は
、
帰
還
の
要
望
が
韓
国
よ
り
も
北
朝
鮮
に
向
け
ら
れ
て
い
み
と

い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
国
交
も
な
く
航
路
も
開
通
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
北
朝
鮮
へ
の
帰
還
の
実
現
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
が
予
想
さ
れ
た
。

そ
の
～
方
で
、
日
本
政
府
に
と
っ
て
帰
還
事
業
は
、
懸
案
で
あ
っ
た
在
日
朝
鮮
人
問
題
を
解
決
す
る
一
手
段
と
し
て
の
可
能
性
を
持
つ
も
の
で

も
あ
っ
た
。
外
交
課
題
と
内
政
課
題
の
狭
間
で
、
日
本
政
府
は
政
治
的
に
困
難
な
対
応
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
日
本
政
府
が
在
日
朝
鮮
人

に
よ
る
帰
国
運
動
の
展
開
や
外
交
上
の
困
難
な
局
面
を
経
て
、
帰
還
事
業
の
実
施
を
決
定
す
る
ま
で
の
過
程
に
は
い
か
な
る
背
景
が
あ
っ
た
の

か
。
こ
の
問
い
は
、
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
「
日
本
政
府
責
任
論
」
を
め
ぐ
る
論
議
と
も
関
連
し
、
重
要
性
を
増
し
て
い
る
。

　
帰
還
事
業
が
終
了
し
て
か
ら
九
〇
年
代
半
ば
に
至
る
ま
で
、
帰
還
事
業
に
関
す
る
問
題
は
主
と
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
分
野
で
論
じ
ら
れ
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一九五〇年代の在日朝鮮入政策と北朝鮮帰還事業（黒河）

て
き
た
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
内
部
告
発
等
に
依
拠
し
、
北
朝
鮮
政
府
や
在
日
本
朝
鮮
人
総
連
合
会
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
宣
伝
と
北
朝
鮮
の
実
情

と
の
乖
離
を
、
帰
還
者
の
人
権
問
題
の
立
場
か
ら
批
判
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
帰
還
事
業
を
提
供
し
た
日
本
政
府
お
よ
び

日
赤
の
役
割
に
つ
い
て
は
相
対
的
に
軽
視
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、
一
九
九
五
年
に
日
本
政
府
お
よ
び
日
赤
の
資
料
を
多
数
収
め
た
『
北
朝
鮮
帰
国
事
業
関
係
資
料
集
』
が
刊
行
さ
れ
て
以
降
、
し
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
に
帰
還
事
業
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
研
究
が
現
わ
れ
は
じ
め
る
。
こ
の
資
料
集
を
用
い
た
初
期
の
実
証
研
究
の
な
か
で
と
り
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

け
注
目
さ
れ
る
の
が
、
菊
池
嘉
晃
の
研
究
で
あ
る
。
菊
池
は
、
北
朝
鮮
帰
還
事
業
の
背
景
を
国
際
関
係
史
の
文
脈
で
検
討
し
、
「
日
本
と
怪
怪

［
北
朝
鮮
］
の
用
意
周
到
な
政
治
的
判
断
と
準
備
が
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
在
日
朝
鮮
人
に
よ
る
帰
国
運
動
の
発
端
を
五
三
年
と
位

置
づ
け
て
そ
の
展
開
と
規
模
の
変
化
を
検
討
し
て
い
る
。
帰
国
運
動
の
展
開
過
程
を
詳
述
し
た
点
に
お
い
て
、
現
在
で
も
注
目
す
べ
き
研
究
で

あ
る
。
韓
国
で
は
こ
の
他
に
二
〇
〇
一
年
に
李
淵
植
（
イ
・
ヨ
ン
シ
ク
）
が
＝
九
五
〇
1
～
九
六
〇
年
代
在
日
韓
国
人
北
送
問
題
q
再
考
（
　

九
五
〇
1
一
九
六
〇
年
代
在
日
韓
国
人
の
北
送
問
題
の
再
考
）
」
を
発
表
し
、
帰
還
問
題
の
原
因
を
、
第
一
義
的
に
終
戦
後
の
引
揚
げ
の
挫
折
に
見
出

し
、
そ
の
上
で
韓
国
政
府
の
消
極
的
な
対
在
日
朝
鮮
人
政
策
や
、
日
本
政
府
の
排
除
思
想
が
在
日
朝
鮮
人
を
北
朝
鮮
へ
駆
り
立
て
た
と
分
析
し

　
　
④

て
い
る
。

　
帰
還
事
業
の
実
証
研
究
が
大
き
く
進
展
し
た
の
は
、
二
〇
〇
四
年
の
関
連
資
料
の
機
密
解
除
が
契
機
で
あ
る
。
テ
ッ
サ
・
モ
ー
リ
ス
隠
ス
ズ

キ
（
日
Φ
ω
ω
P
竃
O
H
困
一
ω
－
ω
督
N
β
貯
一
）
に
よ
っ
て
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
H
緊
⑫
轟
節
。
コ
巴
O
o
旨
寒
け
け
Φ
①
o
｛
簿
Φ
殉
亀
9
0
ω
ω
）
（
以
下
、
I
C
R
C
）
文
書
が
、

ま
た
川
島
高
峰
に
よ
っ
て
日
本
国
外
務
省
関
連
文
書
が
発
掘
さ
れ
て
以
来
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
用
い
た
歴
史
研
究
が
活
発
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

二
〇
〇
五
年
に
は
、
北
朝
鮮
帰
還
問
題
を
総
合
的
に
扱
っ
た
論
文
集
『
帰
国
運
動
と
は
何
だ
っ
た
の
か
』
が
出
版
さ
れ
た
。

　
二
〇
〇
八
年
七
月
現
在
、
本
稿
の
課
題
に
関
連
し
て
と
く
に
注
目
さ
れ
る
研
究
は
、
モ
ー
リ
ス
ー
ー
ス
ズ
キ
と
朴
正
論
（
バ
ク
・
ジ
ョ
ン
ジ
ン
）

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
モ
ー
リ
ス
ー
ー
ス
ズ
キ
は
、
一
九
五
五
年
＝
～
月
に
日
赤
が
I
C
R
C
に
働
き
か
け
た
こ
と
を
大
量
帰
還
の
起
点
と
捉
え
、

在
日
朝
鮮
人
追
放
の
意
図
を
持
つ
日
本
政
府
が
、
日
赤
と
緊
密
に
連
携
し
な
が
ら
大
量
帰
還
の
実
現
を
後
押
し
し
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
。
二
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○
〇
七
年
に
出
版
さ
れ
た
著
書
、
肉
§
§
笥
。
さ
暮
き
誌
輿
多
額
§
§
》
。
ミ
ξ
§
げ
9
ミ
き
、
で
も
、
「
何
万
人
と
い
う
在
日
朝
鮮
人
の
大

量
帰
還
に
対
す
る
最
初
の
ひ
と
突
き
は
、
明
ら
か
に
日
本
側
　
　
緊
密
に
協
力
し
て
い
た
日
本
政
府
と
日
赤
－
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
」
と

　
　
　
⑥

主
張
す
る
。
彼
女
の
視
点
は
一
貫
し
て
お
り
、
日
本
政
府
が
帰
還
事
業
を
北
朝
鮮
側
よ
り
も
「
早
期
」
か
つ
「
積
極
的
」
に
推
進
し
た
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

強
調
し
、
さ
ら
に
そ
の
こ
と
を
「
秘
匿
」
し
て
い
た
点
を
重
視
し
て
い
る
。

　
朴
正
鎮
は
、
前
記
の
『
帰
国
運
動
と
は
何
だ
っ
た
の
か
』
に
寄
せ
た
論
文
「
北
朝
鮮
に
と
っ
て
「
帰
圏
事
業
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
」
お
よ

び
「
帰
国
運
動
の
歴
史
的
背
景
　
　
戦
後
B
朝
関
係
の
開
始
」
の
中
で
、
一
九
五
五
年
以
降
北
朝
鮮
政
府
の
対
日
外
交
の
戦
略
的
地
位
が
急
上

昇
し
た
背
景
を
分
析
し
、
帰
国
運
動
を
北
朝
鮮
政
府
の
「
人
民
外
交
」
の
～
環
と
位
置
づ
け
て
論
じ
て
い
る
。
ま
た
「
国
際
関
係
か
ら
見
た
帰

国
事
業
一
赤
十
字
国
際
委
員
会
の
参
加
問
題
を
中
心
に
」
で
は
、
I
C
R
C
が
日
赤
か
ら
の
ロ
ビ
ー
活
動
と
韓
国
側
か
ら
の
抗
議
に
翻
弄
さ

れ
な
が
ら
、
ソ
連
の
協
力
や
ア
メ
リ
カ
の
黙
認
と
い
っ
た
情
勢
を
背
景
に
、
帰
還
事
業
へ
の
参
加
を
決
断
す
る
過
程
を
叙
述
し
て
い
る
。
朴
の

成
果
と
し
て
は
、
当
時
の
国
際
関
係
の
中
に
帰
還
事
業
を
位
置
づ
け
た
こ
と
、
と
く
に
北
朝
鮮
政
府
に
よ
る
対
日
戦
略
の
時
期
的
な
変
遷
に
重

点
を
置
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
モ
ー
リ
ス
ー
ー
ス
ズ
キ
と
朴
藤
島
は
帰
還
事
業
計
画
に
お
い
て
誰
が
主
導
権
を
握
り
、
最
終
的
に
誰
の
思
惑
が
最
も
反
映
さ
れ
る
形
で
事
業
が

実
施
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
る
。
近
年
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
お
り
、
北
朝
鮮
帰
還
事
業
が
冷
戦
構
造
に

お
け
る
関
係
各
国
の
利
害
関
係
か
ら
生
じ
た
「
合
作
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
帰
還
事
業
実
施
に
お
け
る
日
本
政
府
の
役

割
に
つ
い
て
は
、
北
朝
鮮
よ
り
積
極
的
に
推
進
し
た
と
い
う
モ
ー
リ
ス
聾
ス
ズ
キ
と
彼
女
の
主
張
を
「
過
大
評
価
」
と
す
る
朴
の
間
で
は
見
解

の
相
違
が
あ
る
。
朴
は
日
赤
お
よ
び
日
本
政
府
が
在
日
朝
鮮
人
に
対
す
る
排
除
思
想
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、
帰
還
事
業
実
現
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

決
定
的
要
因
は
北
朝
鮮
政
府
の
対
日
政
策
の
転
換
に
求
め
ら
れ
る
と
説
明
す
る
。
こ
の
点
で
は
菊
池
も
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
の
『
中
央
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

論
』
誌
上
に
お
い
て
、
モ
ー
リ
ス
ー
ー
ス
ズ
キ
の
「
日
本
政
府
策
略
説
」
を
「
事
実
誤
認
」
が
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
モ
ー
リ
ス
ー
ー
ス
ズ
キ
は

一
連
の
I
C
R
C
文
書
に
基
づ
き
、
日
赤
が
帰
還
事
業
実
施
の
四
年
前
に
I
C
R
C
の
介
入
を
要
請
し
、
そ
の
後
実
現
に
向
け
て
緊
密
な
情
報
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交
換
を
行
っ
て
い
た
こ
と
等
を
解
明
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
日
本
政
府
が
日
赤
と
一
体
と
な
っ
て
帰
還
事
業
を
積
極
的
に
推
進
し
た
と
す
る
同

氏
の
主
張
に
は
議
論
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
既
述
し
た
よ
う
に
北
朝
鮮
帰
還
事
業
計
画
に
お
け
る
日
本
政
府
の
役
割
は
、
近
年
、
国
際
関
係
史
的
文
脈
の
中
で
評
価
が
進
ん
で
い
る
も
の

の
、
依
然
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
要
因
と
し
て
は
、
資
料
的
制
約
の
ほ
か
に
以
下
の
問
題
点
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、

国
内
政
治
の
一
課
題
と
し
て
の
北
朝
鮮
帰
還
事
業
計
画
が
、
一
九
五
〇
年
代
の
在
日
朝
鮮
人
政
策
の
文
脈
の
な
か
で
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
モ
ー
リ
ス
謹
ス
ズ
キ
は
、
日
本
政
府
の
在
日
朝
鮮
人
政
策
の
追
放
志
向
を
強
調
し
、
北
朝
鮮
帰
還
事
業
計
画
に
お
け

る
日
本
政
府
の
積
極
性
を
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
在
日
朝
鮮
人
の
帰
国
運
動
と
の
対
応
関
係
や
、
五
九
年
宋
ま
で
計
画
が
実
現
さ
れ
な
か

っ
た
理
由
な
ど
に
つ
い
て
は
十
分
に
説
明
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
こ
で
浮
上
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
点
は
、
在
日
朝
鮮
人
の
帰
国

運
動
に
関
す
る
研
究
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
政
府
の
責
任
論
を
め
ぐ
っ
て
は
、
主
に
推
進
主
体
が
誰
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
と

追
放
意
図
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
論
点
が
絞
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
反
面
、
帰
還
の
主
体
で
あ
る
在
日
朝
鮮
人
に
よ
る
帰
国
運
動
の
質

的
・
規
模
的
な
変
化
、
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
日
本
政
府
の
政
策
の
変
化
に
つ
い
て
は
充
分
に
検
証
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
筆
者
は
、

帰
国
運
動
が
何
を
要
求
し
、
日
本
政
府
が
そ
れ
に
い
か
に
応
え
た
か
と
い
う
視
点
か
ら
問
い
な
お
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
上
で
、
本

稿
で
課
題
と
す
る
の
は
、
日
本
政
府
が
北
朝
鮮
帰
還
事
業
の
計
画
お
よ
び
実
施
に
お
い
て
担
っ
た
役
割
は
何
か
と
い
う
問
題
を
、
戦
後
在
日
朝

鮮
人
政
策
史
の
連
続
性
の
中
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
政
府
の
役
割
を
め
ぐ
る
論
争
に
ひ
と
つ
の
視
点
を
提
供

し
た
い
。

　
こ
の
課
題
を
踏
ま
え
て
本
稿
の
構
成
は
、
在
日
朝
鮮
人
に
よ
る
帰
国
運
動
の
変
遷
を
軸
に
、
在
日
朝
鮮
統
一
民
主
戦
線
期
（
一
九
五
一
1
一

九
五
五
年
）
、
在
日
本
朝
鮮
人
総
連
合
会
結
成
期
（
一
九
五
五
…
｝
九
五
八
年
）
、
大
規
模
運
動
期
（
一
九
五
八
1
一
九
五
九
年
）
と
い
う
三
つ
の
時
期

か
ら
成
る
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
在
日
朝
鮮
人
の
運
動
と
の
対
応
関
係
に
着
目
し
な
が
ら
、
北
朝
鮮
帰
還
事
業
の
計
画
か
ら
実
施
に
至
る

ま
で
の
日
本
政
府
の
政
策
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
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①
　
北
朝
鮮
へ
の
帰
還
に
関
し
て
は
、
門
帰
還
事
業
」
、
「
帰
国
事
業
一
、
「
北
送
」
な

　
ど
政
治
的
な
立
場
を
反
映
し
た
呼
称
が
い
く
つ
か
存
寝
す
る
。
本
稿
で
は
「
朝
鮮

　
民
主
主
義
人
民
共
和
国
赤
十
字
会
と
日
本
赤
十
字
社
と
の
間
に
お
け
る
在
日
朝
鮮

　
入
の
帰
還
に
関
す
る
協
定
」
の
文
言
に
従
っ
て
、
「
帰
還
事
業
」
を
用
い
る
。
ま
た
、

　
問
題
と
し
て
扱
う
時
は
「
帰
還
問
題
」
と
し
、
在
日
朝
鮮
人
を
主
体
と
す
る
北
朝

　
鮮
へ
の
帰
還
を
求
め
る
運
動
に
つ
い
て
は
「
帰
国
運
動
」
と
表
記
す
る
。

②
金
英
達
・
高
柳
俊
男
（
編
）
隅
北
朝
鮮
帰
国
事
業
関
係
資
料
車
町
（
新
幹
社
、
一

　
九
九
五
年
）
。

③
菊
池
嘉
晃
「
在
日
韓
入
北
送
剛
関
妊
研
究
」
（
成
均
館
大
豆
校
、
修
士
論

　
文
）
、
二
〇
〇
〇
年
。

④
李
淵
植
コ
九
五
〇
…
一
九
六
〇
年
代
在
日
韓
国
人
日
送
問
題
潮
再
考
偏
四
典

　
農
史
論
㎏
第
七
集
（
二
〇
〇
｝
年
）
。

⑤
商
崎
宗
司
・
朴
正
鎮
（
編
）
『
帰
国
運
動
と
は
何
だ
っ
た
の
か
』
（
平
凡
社
、
二

　
〇
〇
五
年
）
。
国
際
関
係
史
の
文
脈
で
帰
還
事
業
実
施
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
検

　
証
し
た
朴
正
鎮
の
論
文
を
始
め
と
し
て
、
社
会
党
と
共
産
党
、
日
朝
協
会
・
帰
国

　
協
力
会
な
ど
の
支
援
団
体
、
知
識
人
ら
の
役
割
や
、
日
韓
の
主
要
新
聞
の
論
説
な

　
ど
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

⑥
日
Φ
ω
。
。
節
《
。
鼠
ω
・
の
自
昆
卸
肉
越
寒
賜
ミ
き
惑
き
「
§
憩
亀
さ
霧
辱
6
ミ
ξ
匙
詳

　
9
ミ
き
き
（
菊
O
〆
く
H
巨
餌
昌
知
】
じ
一
酢
〔
一
①
｛
一
Φ
一
住
勺
¢
び
H
O
O
　
b
り
O
O
刈
）
も
」
⑩
P
同
書
は
訳

　
本
『
「
帰
国
事
業
」
の
影
を
た
ど
る
…
北
朝
鮮
へ
の
エ
ク
ソ
ダ
ス
撫
（
朝
日
新
聞

　
社
、
二
〇
〇
七
年
）
が
出
て
い
る
が
、
著
者
自
身
断
っ
て
い
る
よ
う
に
原
本
と
訳

　
本
と
に
は
門
や
や
異
な
る
原
稿
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
同
等
で
は
、
ソ
連
の
外

　
交
官
日
誌
な
ど
に
依
拠
し
て
、
冷
戦
政
治
の
帰
還
事
業
へ
の
影
響
や
北
朝
鮮
政
府

　
の
政
策
意
図
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

⑦
テ
ッ
サ
・
モ
…
リ
ス
到
ス
ズ
キ
「
特
別
室
の
中
の
沈
黙
！
新
資
料
が
語
る
北

　
朝
鮮
帰
還
事
業
の
真
相
」
隅
論
座
撫
二
〇
〇
四
年
一
一
月
号
、
「
新
資
料
が
語
る
北

　
朝
鮮
帰
還
事
業
－
明
ら
か
に
な
っ
た
岸
政
権
の
思
惑
」
『
論
座
職
二
〇
〇
五
年

　
三
月
号
、
角
巷
蔭
り
ω
震
ま
Φ
ロ
幻
O
『
ぎ
筈
⑦
、
肉
⑦
窪
ヨ
、
O
｛
N
鉱
巳
O
聞
国
O
お
m
器
δ

　
翼
。
村
野
囚
。
話
只
b
。
0
8
γ
N
器
〔
匿
臼
＼
＼
ξ
芝
蚕
国
日
。
σ
q
b
H
σ
q
＼
N
箒
壁

⑧
朴
潮
瀬
「
在
日
朝
鮮
人
の
「
帰
国
問
題
」
の
国
際
的
文
脈
－
日
朝
韓
三
角
関

　
係
の
展
開
を
中
心
に
一
」
『
現
代
韓
国
朝
鮮
研
究
臨
第
五
号
、
二
〇
〇
五
年
。

⑨
菊
池
嘉
晃
「
北
朝
鮮
帰
還
事
業
は
B
本
の
「
策
略
」
だ
っ
た
の
か
」
『
中
央
公

　
論
魅
二
〇
〇
七
年
一
二
月
号
、
～
九
〇
1
一
九
九
頁
。
ま
た
、
無
骨
爽
は
、
帰
還

　
事
業
を
「
追
放
」
と
い
う
側
面
だ
け
で
な
く
、
岸
内
閣
の
ア
ジ
ア
外
交
の
枠
内
で

　
捉
え
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
権
門
爽
「
岸
内
閣
期
の
黒
日
関
係
と
北

　
朝
鮮
帰
還
問
題
」
雪
橋
法
学
』
第
六
巻
第
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
、
七
一
…
九
一

　
頁
。
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第
一
章
　
帰
還
問
題
の
発
生
と
赤
十
字
交
渉
案

第
㎜
節
　
主
権
圓
復
後
の
在
日
朝
鮮
人
問
題

一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
の
発
効
に
伴
っ
て
日
本
は
主
権
を
回
復
し
、
公
式
に
独
立
国
と
な
っ
た
。
一
方
、
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こ
の
こ
と
は
在
日
朝
鮮
人
社
会
に
お
い
て
は
別
の
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
講
和
条
約
発
効
と
と
も
に
在
日
朝
鮮
人
は
正
式
に
日
本
国
籍

を
離
脱
す
る
こ
と
と
な
り
、
外
国
入
と
し
て
日
本
政
府
か
ら
直
接
の
管
理
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
同
日
、
日
本
政
府
は
外
国
人
登
録
法
を
公

布
・
即
日
施
行
し
、
五
一
年
の
出
入
国
管
理
令
と
の
二
本
立
て
に
よ
っ
て
、
在
日
朝
鮮
人
に
対
す
る
強
制
送
還
の
執
行
に
正
式
な
法
的
根
拠
を

持
つ
体
制
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
出
入
国
管
理
令
の
公
布
を
め
ぐ
っ
て
は
、
強
制
送
還
対
象
者
に
生
活
困
窮
者
等
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

か
ら
在
日
朝
鮮
人
は
「
全
員
送
還
さ
れ
る
」
と
い
っ
た
噂
が
広
ま
る
な
ど
、
在
日
朝
鮮
人
社
会
に
強
い
衝
撃
を
与
え
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
飛
田
雄
～
や
金
太
基
（
キ
ム
・
テ
ギ
）
ら
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
連
合
国
に
よ
る
占
領
期
か
ら
日
本
政
府
は
在
日
朝
鮮
人
の
強
制
送
還

に
強
い
関
心
を
抱
い
て
お
り
、
連
合
国
軍
最
高
司
令
上
総
司
令
部
（
以
下
、
G
H
Q
）
と
共
同
し
て
「
不
法
入
国
者
」
の
み
な
ら
ず
権
利
獲
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

闘
争
等
に
よ
る
検
挙
者
の
送
還
を
制
度
化
し
て
き
た
。
G
H
Q
は
共
産
主
義
的
傾
向
を
危
惧
し
つ
つ
も
解
放
民
族
に
対
す
る
配
慮
も
し
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

日
本
政
府
の
要
求
が
常
に
了
承
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
日
本
政
府
の
方
針
は
、
基
本
的
に
「
送
還
」
、
残
留
す
る
者
に
対
し
て

は
管
理
の
強
化
と
い
う
点
で
一
貫
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
日
本
政
府
の
方
針
の
背
景
に
は
、
在
日
朝
鮮
人
運
動
へ
の
警
戒
心
が
あ
っ
た
。
朝
鮮
戦
争
中
の
一
九
五
一
年
一
月
九
日
に
、
日

本
共
産
党
民
族
対
策
部
の
下
に
結
成
さ
れ
た
在
日
朝
鮮
統
一
民
主
戦
線
（
以
下
、
在
日
民
戦
）
は
「
定
住
少
数
民
族
」
と
し
て
の
生
活
権
を
要
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

す
る
～
方
で
、
日
本
国
内
の
内
政
改
革
を
目
指
し
て
い
た
。
在
日
民
意
の
行
動
綱
領
と
さ
れ
る
五
二
年
五
月
頃
に
作
成
さ
れ
た
「
在
日
朝
鮮
罠

族
の
当
面
の
要
求
（
網
領
）
草
案
」
で
は
、
朝
鮮
戦
争
の
即
時
停
戦
、
日
本
再
軍
備
・
天
皇
制
・
単
独
講
和
等
へ
の
反
対
、
日
本
曲
事
国
政
府

の
樹
立
と
日
朝
間
の
友
好
、
出
入
国
管
理
令
等
の
廃
止
、
自
由
往
来
及
び
永
住
権
の
獲
得
、
社
会
保
障
制
度
の
差
別
撤
廃
な
ど
の
内
容
を
含
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

計
二
一
か
条
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
内
政
関
与
的
な
性
質
と
直
接
行
動
を
伴
う
激
し
い
運
動
形
態
か
ら
、
在
日
血
戦
は
公
安
調
査
の
対

象
で
あ
り
、
検
挙
者
も
後
を
絶
た
な
か
っ
た
。

　
出
入
国
管
理
令
・
外
国
人
登
録
法
体
制
の
確
立
以
降
、
こ
の
体
制
に
強
く
反
発
す
る
在
日
民
戦
は
、
「
強
制
送
還
反
対
闘
争
」
を
い
っ
そ
う

強
化
し
て
ゆ
く
。
デ
モ
な
ど
の
直
接
行
動
を
と
り
続
け
る
在
日
民
戦
の
運
動
は
、
吉
田
政
権
と
の
間
に
深
刻
な
衝
突
を
も
た
ら
し
た
。
五
二
年
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⑦

五
月
一
日
目
「
血
の
メ
ー
デ
ー
事
件
」
で
は
二
二
一
名
の
検
挙
者
を
出
し
、
六
月
お
よ
び
七
月
に
は
、
朝
鮮
戦
争
に
反
対
す
る
在
日
朝
鮮
人
を

主
体
と
す
る
デ
モ
隊
と
警
官
隊
が
衝
突
し
た
吹
田
事
件
・
大
須
事
件
が
発
生
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
生
活
擁
護
運
動
」
の
名
の
下
で
行
わ
れ
た

生
活
保
護
獲
得
の
た
め
の
集
団
陳
情
は
、
五
〇
年
＝
月
の
第
二
次
神
戸
事
件
な
ど
を
引
き
起
こ
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
九
五
〇
年
代
、

B
本
政
府
と
在
日
朝
鮮
人
運
動
と
の
対
立
は
激
し
さ
を
増
し
て
ゆ
く
。

　
こ
れ
ら
一
連
の
「
騒
擾
事
件
」
に
加
え
て
生
活
保
護
「
不
正
」
受
給
問
題
は
世
論
の
反
発
も
招
き
、
野
党
側
に
恰
好
の
追
求
材
料
を
与
え
て

い
た
。
皿
九
五
〇
年
代
を
通
し
て
、
在
日
朝
鮮
人
問
題
は
治
安
問
題
と
財
政
問
題
に
お
け
る
重
要
な
議
題
と
し
て
国
会
で
論
議
さ
れ
て
い
る
。

一
九
五
二
年
六
月
三
〇
日
の
衆
議
院
本
会
議
で
の
「
朝
鮮
人
騒
じ
ょ
う
事
件
に
関
す
る
緊
急
質
問
」
に
お
い
て
改
進
党
の
中
村
寅
太
は
、
「
も
し

朝
鮮
人
に
し
て
、
わ
が
国
の
制
度
に
不
服
が
あ
る
な
ら
ば
、
い
さ
ぎ
よ
く
日
本
を
退
去
す
べ
き
で
あ
る
と
存
じ
ま
す
。
」
と
述
べ
た
。
ま
た
五

四
年
四
月
七
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
は
自
由
党
の
佐
々
木
盛
雄
が
、
日
本
に
お
け
る
犯
罪
の
う
ち
「
一
〇
％
は
朝
鮮
人
に
よ
る
悪
質
な
犯

罪
で
あ
る
。
」
と
し
た
上
で
、
「
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対
し
ま
し
て
日
本
は
生
活
保
護
法
で
扶
助
を
い
た
し
て
お
る
。
」
と
述
べ
て
吉
田
内
閣
の
責

任
を
追
及
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
方
で
は
在
日
朝
鮮
人
の
行
動
を
取
り
上
げ
て
追
放
意
図
を
あ
ら
わ
に
す
る
者
や
生
活
保
護
支
給
を
批
判

す
る
者
が
い
た
が
、
他
方
で
は
共
産
党
議
員
ら
を
は
じ
め
と
す
る
左
派
が
在
日
朝
鮮
人
の
生
活
権
を
主
張
し
て
政
府
に
迫
っ
て
い
た
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
在
日
朝
鮮
人
問
題
を
め
ぐ
る
野
党
議
員
か
ら
の
責
任
追
及
が
、
日
本
政
府
を
悩
ま
せ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
そ
し
て
双
方
向

か
ら
の
追
求
は
と
も
に
、
在
日
朝
鮮
人
の
帰
還
を
求
め
る
論
理
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
な
か
、
一
九
五
二
年
に
出
入
国
管
理
令
・
外
国
人
登
録
法
体
剃
に
基
づ
く
在
日
朝
鮮
人
政
策
の
限
界
を
示
唆
す
る
、
ひ
と
つ
の

象
徴
的
な
問
題
が
発
生
す
る
。
強
制
送
還
不
調
問
題
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
収
容
所
に
お
け
る
長
期
収
容
問
題
で
あ
る
。
収
容
所
に
収
容
さ
れ

て
い
た
在
日
朝
鮮
入
は
、
「
戦
後
の
不
法
入
国
者
」
と
戦
前
か
ら
継
続
し
て
在
住
し
て
い
る
「
刑
罰
法
令
違
反
者
」
に
大
別
で
き
、
こ
れ
ら
は

と
も
に
強
制
送
還
対
象
者
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
強
制
送
還
対
象
者
は
、
五
〇
年
一
二
月
か
ら
五
二
年
三
月
ま
で
に
七
次
に
わ
た
っ
て
韓
園
に

送
還
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
講
和
条
約
発
効
直
後
の
五
二
年
五
月
一
二
日
に
八
回
目
の
強
制
送
還
者
四
一
〇
人
が
韓
国
に
送
ら
れ
た
際
、
韓
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国
の
李
承
晩
政
府
は
そ
の
う
ち
刑
罰
法
令
違
反
者
一
二
五
人
の
受
取
り
を
拒
否
し
、
　
四
日
に
日
本
へ
逆
送
還
し
た
。
戦
前
か
ら
日
本
に
在
住

し
て
い
た
在
日
朝
鮮
人
は
、
日
本
の
主
権
回
復
と
同
時
に
～
方
的
に
「
外
国
人
」
と
さ
れ
た
。
韓
国
側
の
主
張
は
、
戦
前
か
ら
日
本
に
在
住
し

て
い
た
者
に
関
し
て
は
日
韓
会
談
に
よ
っ
て
法
的
地
位
問
題
が
解
決
す
る
ま
で
待
ち
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
韓
国
政
府
の
態
度
の

裏
に
は
、
在
留
資
格
を
持
つ
は
ず
の
在
日
朝
鮮
人
を
強
制
送
還
す
る
こ
と
へ
の
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
た
が
、
日
本
側
は
逆
送
還
さ
れ
た
刑
罰

法
令
違
反
者
を
再
収
容
す
る
措
置
を
と
っ
た
た
め
に
問
題
は
拡
大
し
た
。
彼
ら
は
日
本
で
有
罪
判
決
を
受
け
、
刑
期
を
終
え
た
の
ち
に
強
制
送

還
さ
れ
た
人
び
と
で
あ
り
、
こ
の
再
収
容
に
は
収
容
所
内
外
か
ら
批
判
の
声
が
上
が
っ
た
。
ま
た
収
容
所
で
は
長
期
抑
留
と
過
剰
収
容
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

が
生
じ
、
収
容
者
の
暴
動
が
発
生
す
る
事
態
と
な
っ
た
。
こ
の
事
態
は
、
出
入
国
管
理
令
・
外
国
人
登
録
法
体
制
の
構
造
上
の
問
題
点
を
浮
き

上
が
ら
せ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
収
容
所
問
題
も
ま
た
国
会
に
お
け
る
野
党
か
ら
の
追
及
の
材
料
と
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
に

主
権
回
復
後
間
も
な
く
し
て
日
本
政
府
の
在
日
朝
鮮
人
政
策
は
、
そ
の
基
本
方
針
を
支
え
て
い
た
特
製
送
還
自
体
の
不
調
に
よ
っ
て
限
界
に
達

し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。第

二
節
　
北
朝
鮮
へ
の
渡
航
要
求
と
赤
十
字
の
浮
上

　
外
務
省
の
資
料
が
「
北
朝
鮮
へ
帰
り
た
い
と
い
う
声
は
、
す
で
に
五
三
年
の
朝
鮮
休
戦
協
定
成
立
前
後
か
ら
一
部
在
日
朝
鮮
人
の
間
に
聞
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

れ
た
。
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
四
八
年
に
成
立
し
た
未
承
認
国
家
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
へ
の
帰
還
問
題
を
日
本
政
府
当
局

が
認
識
し
た
の
は
こ
の
頃
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
半
島
北
部
へ
の
帰
還
希
望
者
は
朝
鮮
戦
争
以
前
か
ら
存
在
し
た
が
、
そ
の
大
多
数
の
帰
還
は
未
解

決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
た
。
終
戦
後
、
四
六
年
三
月
ま
で
に
在
日
朝
鮮
人
約
一
四
〇
万
人
が
朝
鮮
半
島
へ
引
揚
げ
た
。
三
月
に
実
施
さ
れ
た
S

C
A
P
の
登
録
令
の
結
果
に
よ
る
と
、
全
在
日
朝
鮮
人
数
六
四
万
七
〇
〇
六
人
の
う
ち
帰
還
希
望
者
は
五
～
三
四
〇
〇
六
人
で
あ
っ
た
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
う
ち
の
九
七
〇
一
人
が
三
八
度
線
以
北
を
希
望
し
て
い
た
。
し
か
し
、
同
年
＝
月
に
締
結
さ
れ
た
米
ソ
協
定
に
よ
り
出
身
地
に
よ
る
制
約

が
生
じ
、
ま
た
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
で
輸
送
計
画
が
中
止
さ
れ
た
結
果
、
実
際
に
朝
鮮
半
島
北
部
へ
帰
還
し
た
者
は
、
三
五
一
人
に
留
ま
っ
て
い
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⑪た
。
そ
し
て
朝
鮮
戦
争
休
戦
協
定
が
成
立
し
た
五
三
年
七
月
＝
二
日
以
降
、
帰
還
問
題
が
再
び
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。

　
北
朝
鮮
帰
還
問
題
発
生
の
原
点
を
探
る
際
、
日
本
政
府
の
側
で
帰
還
問
題
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
点
と
、
個
々
の
在
日
朝
鮮
人
の

帰
還
希
望
が
「
帰
国
運
動
」
へ
と
発
展
し
た
時
点
の
二
つ
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
一
九
五
四
年
九
月
に
発
行
さ
れ
て
い

る
入
国
管
理
局
の
冊
子
に
よ
り
、
日
本
政
府
の
側
で
「
帰
還
問
題
の
発
生
」
を
確
認
し
た
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

　
調
査
資
料
『
在
日
朝
鮮
人
の
北
鮮
帰
国
渡
航
問
題
』
に
現
れ
る
一
つ
目
の
問
題
は
、
長
崎
県
大
村
収
容
所
に
お
け
る
北
朝
鮮
送
還
希
望
者
に

　
　
　
　
　
　
　
⑫

関
す
る
事
件
で
あ
る
。
大
村
収
容
所
は
、
朝
鮮
戦
争
勃
発
か
ら
約
三
ヵ
月
後
の
五
〇
年
一
〇
月
一
日
に
外
務
省
の
外
局
で
あ
っ
た
出
入
国
管
理

庁
の
付
属
機
関
、
針
尾
入
国
者
収
容
所
と
し
て
開
設
さ
れ
た
が
、
同
年
一
二
月
二
六
日
の
移
転
に
伴
い
大
村
入
国
者
収
容
所
と
改
称
さ
れ
、
二

年
後
の
五
二
年
一
一
月
一
日
付
け
で
出
入
国
管
理
庁
に
移
管
さ
れ
た
。
そ
の
設
立
目
的
は
、
朝
鮮
戦
争
の
避
難
民
ら
に
よ
っ
て
韓
国
か
ら
の

「
不
法
入
国
者
」
の
数
が
急
増
し
た
た
め
、
そ
れ
ら
強
制
送
還
該
当
者
ら
を
収
容
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
以
後
、
大
村
収
容
所
は
出
入
国
管
理

令
お
よ
び
外
国
人
登
録
法
の
違
反
者
も
併
せ
て
収
容
す
る
よ
う
に
な
り
、
強
制
送
還
者
の
「
船
待
ち
所
」
と
し
て
機
能
す
る
。
し
か
し
そ
の
環

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

境
は
「
監
獄
以
上
の
監
獄
」
と
形
容
さ
れ
る
ほ
ど
劣
悪
で
あ
り
、
長
期
収
容
問
題
と
合
わ
せ
て
人
権
問
題
の
観
点
か
ら
内
外
か
ら
の
批
判
に
さ

ら
さ
れ
て
い
た
。
調
査
資
料
に
現
れ
る
の
は
、
五
三
年
九
月
、
大
村
収
容
所
の
強
制
送
還
対
象
者
で
あ
っ
た
辺
華
魁
（
ピ
ョ
ン
・
フ
ァ
シ
ク
）
と

許
吉
松
（
ホ
・
キ
ル
ソ
ン
）
の
二
名
が
北
朝
鮮
へ
の
送
還
を
主
張
し
て
起
こ
し
た
行
政
訴
訟
で
あ
る
。
辺
華
植
は
九
月
五
日
に
送
還
先
指
定
処

分
取
消
請
求
と
し
て
横
浜
地
裁
に
提
訴
し
た
。
彼
の
本
籍
は
黄
海
道
に
あ
り
、
こ
こ
が
休
戦
ラ
イ
ン
の
北
側
に
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
韓
国
送
還

の
違
法
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
許
吉
松
は
、
不
法
入
国
等
の
罪
で
懲
役
六
ヵ
月
の
実
刑
判
決
を
受
け
て
大
村
収
容
所
に
収
容
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
た
が
、
本
籍
が
北
朝
鮮
の
清
遊
に
あ
る
こ
と
か
ら
九
月
一
五
日
に
送
還
先
指
定
処
分
取
消
請
求
と
し
て
東
京
地
裁
に
提
訴
し
た
。
こ
の
よ
う

に
二
人
は
本
籍
が
北
朝
鮮
に
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
た
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
彼
ら
の
訴
え
が
北
朝
鮮
へ
渡
航
す
る
手
段
が
な
い
状
況
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

打
開
し
よ
う
と
す
る
抗
議
運
動
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
強
襲
送
還
の
対
象
者
は
そ
の
出
身
地
や
政
治
信
条
に
か
か
わ
ら
ず
原
則
と
し

て
す
べ
て
韓
国
へ
送
還
さ
れ
て
い
た
が
、
北
朝
鮮
へ
の
送
還
希
望
者
が
増
え
る
に
つ
れ
て
こ
の
方
針
と
の
摩
擦
が
生
じ
る
よ
う
に
な
る
。
と
く
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に
、
政
治
上
の
理
由
で
韓
国
か
ら
逃
れ
て
き
た
不
法
入
異
者
や
、
多
く
が
共
産
主
義
運
動
の
結
果
と
し
て
収
容
さ
れ
た
刑
罰
法
令
違
反
者
が
韓

国
に
送
還
さ
れ
た
場
合
、
政
治
犯
と
し
て
拘
束
さ
れ
る
危
険
性
が
大
い
に
あ
っ
た
。
五
三
年
八
月
七
日
の
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
大
村

収
容
所
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
際
に
は
、
社
会
党
議
員
岡
田
春
夫
と
入
管
周
長
鈴
木
一
と
の
問
で
以
下
の
よ
う
な
質
疑
応
答
が
交
わ
さ
れ
て

い
る
。
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岡
田
「
約
千
名
以
上
の
収
容
者
の
中
で
、
相
当
数
の
者
が
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
方
に
帰
り
た
い
と
い
う
希
望
を
持
っ
て
い
る
ら
し
い
の
で
あ

り
ま
す
。
…
…
こ
の
出
入
国
管
理
令
違
反
で
韓
国
に
帰
さ
れ
て
お
る
者
が
向
う
で
相
当
殺
さ
れ
て
お
る
の
で
す
。
殺
さ
れ
て
お
る
実
例
を
聞
く
と
、
韓
国

へ
帰
り
た
く
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
実
例
が
あ
る
だ
け
に
北
鮮
に
帰
り
た
い
と
い
う
場
合
に
は
北
鮮
に
帰
し
て
あ
げ
る
の
が
、
日
本
の
国
と
し
て

は
建
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
」
。

　
鈴
木
「
も
し
将
来
そ
う
い
う
道
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
ほ
う
と
し
て
は
大
い
に
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
題

で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
」
。

　
岡
田
が
述
べ
た
よ
う
に
、
大
村
収
容
所
で
北
朝
鮮
希
望
者
が
続
出
す
る
背
景
に
は
切
迫
し
た
情
勢
判
断
が
あ
り
、
韓
国
へ
の
送
還
を
逃
れ
る

た
め
の
方
策
と
し
て
北
朝
鮮
へ
の
渡
航
要
求
が
な
さ
れ
た
点
は
無
視
で
き
な
い
。
入
国
管
理
当
局
も
こ
の
状
況
を
認
識
し
て
お
り
、
国
会
で
追

及
さ
れ
て
き
た
韓
国
の
受
取
り
拒
否
問
題
と
併
せ
て
そ
の
早
期
解
決
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
発
端
に
お
い
て
帰
還
問

題
の
核
心
的
要
素
は
、
在
日
朝
鮮
人
の
問
で
も
政
府
当
局
の
認
識
に
お
い
て
も
、
収
容
所
を
め
ぐ
る
切
思
し
た
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
さ

ら
に
、
こ
の
こ
と
が
「
人
道
問
題
」
と
し
て
注
目
さ
れ
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
帰
還
事
業
の
人
道
的
側
面
は
運
動
を
促

進
す
る
在
日
朝
鮮
人
側
か
ら
主
張
さ
れ
、
帰
還
事
業
実
施
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
I
C
R
C
の
介
入
を
促
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
二
つ
目
の
問
題
は
、
一
般
在
日
朝
鮮
人
の
引
揚
げ
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
一
九
五
三
年
一
〇
月
、
在
日
民
戦
議
長
李
浩
然
（
リ
・
ホ
ヨ

ン
）
は
参
議
院
議
員
大
山
郁
夫
を
団
長
と
す
る
「
朝
鮮
停
戦
祝
賀
平
和
親
善
使
節
」
の
一
員
と
し
て
外
務
省
に
旅
券
発
給
を
申
請
し
た
が
、
こ
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れ
を
拒
否
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
五
四
年
五
月
に
、
李
浩
然
は
再
び
北
朝
鮮
へ
の
一
時
出
国
を
申
し
出
た
。
こ
の
事
件
の
概
要
は
、
同
年
五
月

～
＝
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
に
お
け
る
入
国
管
理
局
次
長
宮
下
明
義
の
説
明
に
よ
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
李
は
、
北
朝
鮮
帰
還
の

問
題
や
朝
鮮
人
学
生
の
教
育
費
の
問
題
等
に
つ
い
て
北
朝
鮮
政
府
と
交
渉
し
に
行
き
た
い
と
述
べ
、
こ
の
方
法
に
つ
い
て
入
国
管
理
局
と
話
し

合
っ
た
が
、
渡
航
証
明
書
の
交
付
方
法
が
問
題
と
な
り
実
現
し
な
い
ま
ま
歳
月
が
過
ぎ
た
。
そ
し
て
、
李
は
入
国
管
理
局
長
か
ら
渡
航
証
明
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
得
た
と
し
て
神
戸
か
ら
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
船
パ
ー
マ
号
で
出
国
を
試
み
た
が
、
出
国
の
許
可
を
得
ら
れ
ず
こ
の
計
画
は
挫
折
す
る
。
こ
の
李
浩

然
事
件
は
、
帰
還
問
題
が
収
容
者
の
問
題
の
み
な
ら
ず
在
日
朝
鮮
人
全
体
の
問
題
と
し
て
拡
大
し
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
帰
還
問
題
に
関
し
て
、
国
会
に
お
け
る
議
論
は
主
に
野
党
側
か
ら
提
起
さ
れ
た
。
そ
の
主
張
は
人
道
的
配
慮
と
治
安
・
財
政
問
題
の
解
決
と

い
う
対
極
的
な
見
地
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
。
政
府
当
局
は
在
日
朝
鮮
人
の
北
朝
鮮
へ
の
渡
航
に
対
し
て
慎
重
で
あ
っ
た
が
、
一
九
五
三
年
か
ら

五
四
年
に
か
け
て
、
野
党
か
ら
の
帰
還
問
題
解
決
を
求
め
る
主
張
に
肯
定
的
な
態
度
を
見
せ
は
じ
め
る
。
李
浩
然
事
件
に
関
連
し
て
、
社
会
党

議
員
細
迫
兼
光
と
外
務
政
務
次
官
小
斎
彬
は
、
五
四
年
五
月
二
一
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
な
や
り
取
り
を
し
て
い
る
。
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細
迫
「
こ
の
問
題
は
根
本
的
に
は
在
日
朝
鮮
人
の
引
揚
げ
問
題
に
政
府
が
基
本
的
に
ど
う
い
う
方
針
を
も
つ
て
お
ら
れ
る
か
と
い
う
基
本
方
針
に
関
連

す
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
点
を
頭
の
半
分
に
置
き
な
が
ら
、
御
答
弁
を
願
い
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
」
。

　
小
君
「
引
揚
げ
を
希
望
す
る
な
ら
、
日
本
政
府
と
い
た
し
ま
し
て
は
何
ら
反
対
い
た
し
ま
せ
ん
。
…
…
も
し
帰
り
き
り
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば

…
…
一
応
ま
と
ま
っ
た
数
で
あ
れ
ば
特
別
な
措
置
を
と
っ
て
も
い
い
と
い
う
く
ら
い
に
さ
え
考
え
て
お
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
」
。

　
こ
の
日
の
答
弁
の
中
で
小
身
は
、
在
日
朝
鮮
人
は
「
帰
り
き
り
に
す
る
」
こ
と
を
認
め
な
い
だ
ろ
う
と
し
て
、
「
再
入
国
の
許
可
」
を
求
め

よ
う
と
す
る
在
日
朝
鮮
人
側
の
真
の
目
的
を
警
戒
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
在
日
民
営
期
の
帰
国
運
動
が
「
渡
航
の
自
由
」

の
観
点
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。
一
方
、
こ
こ
で
外
務
政
務
次
官
の
小
市
が
、
再
入
国
許
可
を
与
え
な
い
と
い
う
条
件
付



mu繻ﾜ〇年代の在日朝鮮人政策と北朝鮮帰還事業（黒河）

き
で
あ
れ
ば
、
北
朝
鮮
へ
の
帰
還
に
具
体
的
な
措
置
を
取
ろ
う
と
い
う
積
極
的
な
見
解
を
取
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
ま
た
、
一
九

五
四
年
＝
月
一
三
日
、
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
社
会
党
議
員
神
近
市
子
が
在
日
朝
鮮
人
の
犯
罪
と
生
活
保
護
費
の
財
政
圧
迫
を
指
摘

し
、
「
韓
国
に
対
し
て
引
取
り
方
を
交
渉
す
る
こ
と
が
お
で
き
に
な
る
な
ら
、
北
の
方
に
対
し
て
も
や
は
り
引
取
り
方
を
交
渉
す
る
と
い
う
こ

と
を
、
～
応
政
府
と
し
て
も
考
え
て
い
た
だ
く
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
」
と
提
案
し
た
の
に
対
し
、
入
国
管
理
局
長
の
内
田
藤
雄
は
「
帰
り

た
い
御
希
望
の
方
は
や
は
り
そ
の
御
希
望
の
土
地
に
お
帰
し
し
た
い
と
い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
の
根
本
の
考
え
方
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
日
本
政
府
の
方
針
の
背
景
に
は
、
す
で
に
日
赤
か
ら
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
赤
十
字
会
（
以
下
、
朝
赤
）
に
対
し
て
在
日

朝
鮮
人
の
北
朝
鮮
へ
の
帰
還
計
画
を
打
診
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
。
B
赤
の
仲
介
が
求
め
ら
れ
た
背
景
に
は
、
一
九
五
三
年
一
二
月

に
外
務
事
務
次
官
が
北
朝
鮮
訪
問
日
本
使
節
団
に
対
し
て
「
現
在
北
鮮
と
交
渉
す
る
た
め
に
は
、
日
本
赤
十
字
社
を
通
じ
て
連
絡
を
と
る
ほ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

な
い
」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
国
交
が
存
在
し
な
い
国
同
士
の
連
絡
機
関
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
在

日
朝
鮮
人
の
警
戒
心
や
韓
国
政
府
の
反
発
を
想
定
し
て
、
B
本
政
府
が
率
先
し
て
行
う
の
で
は
な
い
と
い
う
形
式
を
整
え
る
必
要
も
あ
っ
た
。

内
田
入
国
管
理
局
長
は
五
四
年
一
一
月
五
日
の
参
議
院
法
務
委
員
会
で
、
具
体
的
に
帰
還
希
望
が
示
さ
れ
る
前
に
帰
還
の
道
を
整
え
る
こ
と
は

「
む
り
や
り
に
で
も
送
還
す
る
、
還
し
て
し
ま
う
の
だ
と
い
う
意
図
で
動
い
て
い
る
よ
う
な
誤
解
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
慎
重
な
態
度

を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
一
二
月
六
日
に
も
「
政
府
が
先
に
立
っ
て
そ
う
い
う
今
の
諸
般
の
外
交
上
の
関
係
等
を
顧
慮
い
た
し
ま
す
と
、

非
常
な
不
必
要
な
誤
解
を
受
け
る
お
そ
れ
が
」
あ
る
と
し
、
「
赤
十
字
な
り
民
間
の
方
々
が
適
当
に
御
尽
力
下
さ
る
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
何
ら

異
存
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
発
言
し
て
い
樋
・
こ
の
よ
う
な
配
慮
の
結
果
霧
担
当
機
関
と
し
て
日
赤
が
浮
上
し
た
の
で
あ
る
・

　
『
日
本
赤
十
字
社
社
史
稿
』
に
お
け
る
、
北
朝
鮮
帰
還
問
題
に
つ
い
て
の
最
も
古
い
記
述
は
、
一
九
五
四
年
一
月
六
日
に
日
赤
が
、
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
の
赤
十
字
社
連
盟
を
通
じ
て
送
っ
た
朝
赤
宛
の
電
報
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
赤
外
事
部
長
井
上
益
太
郎
は
の
ち
に
、
こ
の
電
報
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

「
日
本
政
府
の
御
承
知
の
上
で
打
っ
た
電
報
で
あ
り
、
日
本
政
府
か
ら
む
し
ろ
す
す
め
ら
れ
て
打
っ
た
電
報
」
で
あ
っ
た
と
発
言
し
て
い
る
。

こ
の
電
報
で
B
赤
側
は
、
北
朝
鮮
残
留
日
本
人
の
安
否
情
報
の
通
知
と
早
期
帰
国
援
助
を
依
頼
す
る
と
と
も
に
、
日
本
人
の
引
揚
げ
に
用
い
る
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⑳

船
舶
の
往
路
を
利
用
し
た
、
在
日
朝
鮮
人
の
北
朝
鮮
帰
還
援
助
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
提
案
は
、
五
三
年
六
月
二
日
に
在
中
日
本
人
帰
還
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
往
路
で
在
日
中
国
人
の
帰
還
を
実
現
さ
せ
て
い
た
前
例
を
ふ
ま
え
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
段
階
で
は
日
朝
出
赤
十
字
の
直
接

交
渉
に
よ
る
比
較
的
小
規
模
な
帰
還
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
こ
れ
は
後
述
の
五
五
年
～
二
月
の
日
赤
電
報
（
島
津
電
報
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
相
違
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
は
I
C
R
C
に
よ
る
仲
介
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
宣
し
て
い
る
。

　
一
九
五
五
年
半
ば
に
日
本
側
か
ら
先
に
帰
還
事
業
へ
向
け
て
動
い
た
と
す
る
モ
ー
リ
ス
ー
ー
ス
ズ
キ
の
主
張
に
対
し
、
菊
池
は
『
中
央
公
論
』

二
〇
〇
七
年
＝
一
月
号
の
記
事
で
、
そ
れ
以
前
か
ら
在
日
朝
鮮
人
側
か
ら
の
帰
還
要
求
が
あ
っ
た
と
論
駁
し
て
い
る
。
責
任
論
に
付
随
す
る

「
ど
ち
ら
が
先
か
」
と
い
う
論
争
を
、
実
質
的
な
意
味
で
見
極
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
北
朝
鮮
側
が
後
に
こ
の
五
四
年

～
月
の
提
案
を
受
け
入
れ
る
形
で
帰
還
事
業
計
画
に
参
画
す
る
こ
と
を
考
え
て
も
、
帰
還
事
業
が
具
体
化
し
て
い
く
上
で
こ
の
日
赤
電
報
の
持

つ
意
味
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
在
日
朝
鮮
人
政
策
史
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
日
赤
や
日
本
政
府
が
先
に
提
案
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

そ
の
背
後
に
手
詰
ま
り
状
態
に
あ
っ
た
在
日
朝
鮮
人
政
策
の
突
破
口
を
求
め
て
い
た
日
本
政
府
と
と
も
に
、
そ
の
無
策
を
論
点
に
政
府
批
判
を

展
開
し
、
在
日
朝
鮮
人
の
北
朝
鮮
帰
還
を
要
求
し
て
い
た
野
党
の
存
在
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

①
一
九
五
二
年
＝
万
一
二
日
参
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
鈴
木
　
入
国
管
理

　
局
長
の
発
言
門
中
に
は
、
日
本
政
府
は
ヒ
ト
ラ
ー
が
ユ
ダ
ヤ
人
を
追
放
し
た
よ
う

　
に
朝
鮮
人
を
こ
の
規
定
で
追
放
す
る
の
じ
や
な
い
か
、
全
部
を
追
い
出
す
の
じ
や

　
な
い
か
と
い
う
一
部
の
デ
マ
も
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
う
い
う
デ
マ
に
動
か
さ
れ
ま

　
し
た
朝
鮮
人
た
ち
が
相
当
真
剣
に
問
題
を
取
上
げ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
勿
論

　
我
々
役
所
等
に
も
陳
情
が
参
り
ま
し
た
し
、
三
千
通
に
及
ぶ
脅
迫
状
も
受
け
て
お

　
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
。
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
。
疑
鵠
＼
＼
ぎ
算
鉾
a
一
「
α
q
o
．

　
む
＼
（
以
下
、
国
会
会
議
録
か
ら
の
引
用
は
こ
の
検
索
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
く
も
の

　
で
あ
る
。
）

②
飛
田
雄
一
「
G
慕
Q
占
領
期
の
在
日
朝
鮮
人
の
強
制
送
還
」
『
季
刊
三
千
里
脚
、

　
一
九
八
六
年
一
一
月
、
七
〇
1
七
八
頁
。
金
太
基
魍
戦
後
日
本
政
治
と
在
日
朝
鮮

　
人
問
題
・
S
C
A
P
の
対
在
日
朝
鮮
人
政
策
一
一
九
四
五
－
一
九
五
二
年
』

　
（
勤
草
書
房
、
一
九
九
七
年
）
。

③
G
H
Q
お
よ
び
日
本
政
府
は
一
旦
朝
鮮
半
島
に
引
揚
げ
た
朝
鮮
入
が
日
本
へ
再

　
入
国
す
る
こ
と
も
、
こ
れ
を
不
法
入
国
と
し
て
禁
じ
、
逮
捕
し
た
場
合
は
強
制
送

　
還
し
て
い
た
。

④
大
沼
保
昭
「
出
入
国
管
理
法
制
の
成
立
過
程
一
一
九
五
二
年
体
制
の
前

　
史
！
偏
寺
沢
一
他
（
編
）
『
国
際
法
学
の
再
構
築
（
下
）
睡
（
東
京
大
学
出
版
会
、

　
一
九
七
八
年
）
、
二
六
八
頁
。

⑤
一
九
四
八
年
八
月
の
韓
国
の
成
立
に
と
も
な
い
在
日
本
大
韓
罠
国
居
留
民
団
が

　
発
足
し
て
い
る
。
彼
ら
も
ま
た
戦
後
在
日
朝
鮮
人
運
動
の
～
翼
を
担
う
団
体
で
あ

　
つ
た
が
、
こ
の
民
団
が
構
成
員
を
増
や
し
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
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は
、
六
四
年
の
馨
韓
基
本
条
約
に
よ
り
韓
国
籍
と
曇
声
永
住
権
が
取
得
で
き
る
よ

　
う
に
な
っ
た
後
で
あ
る
。
五
〇
年
代
の
帰
国
運
動
と
日
本
政
府
の
計
画
の
対
応
関

　
係
を
軸
と
す
る
本
稿
の
視
点
か
ら
、
そ
の
動
向
に
即
し
て
は
割
愛
す
る
。

⑥
孟
夏
植
魍
解
放
後
在
日
朝
鮮
人
運
動
史
臨
（
三
～
書
房
、
一
九
八
九
年
）
、
三
三

　
六
－
三
三
八
頁
。

⑦
坪
井
豊
吉
『
在
B
朝
鮮
人
運
動
の
概
況
臨
（
法
務
研
究
所
、
～
九
五
九
年
）
、
四

　
三
一
一
四
三
二
頁
。

⑧
「
送
還
不
調
問
題
」
の
概
要
と
経
緯
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
入
国
管
理
局

　
（
編
）
遡
出
入
国
管
理
と
そ
の
実
態
臨
（
～
九
五
九
年
五
月
）
、
九
三
－
九
五
頁
。

⑨
外
務
省
『
わ
が
外
交
の
近
況
』
第
四
号
（
～
九
六
〇
年
六
月
）
、
七
一
頁
。

⑲
竹
前
栄
治
他
『
G
H
Q
占
領
史
⑯
・
外
国
人
の
取
り
扱
い
』
（
日
本
図
書
セ
ン

　
タ
…
、
一
九
九
六
年
）
、
二
七
頁
。

⑪
　
厚
生
省
援
護
局
（
編
）
『
引
揚
げ
と
援
護
三
十
年
の
歩
み
』
（
一
九
七
八
年
）
、

　
一
五
四
頁
。

⑫
法
務
省
入
国
管
理
局
（
編
）
『
在
日
朝
鮮
人
の
北
鮮
帰
国
渡
航
問
題
（
入
管
執

　
務
調
査
資
料
第
十
八
号
）
幅
（
一
九
五
四
年
九
月
）
。

⑬
姜
徹
魍
在
日
朝
鮮
人
の
人
権
と
日
本
の
法
律
輪
（
雄
山
閣
、
一
九
八
七
年
）
、
一

　
三
三
頁
。

⑭
辺
田
植
は
同
年
九
月
八
日
に
韓
国
の
釜
山
へ
強
制
送
還
さ
れ
て
い
る
。
法
務
研

　
修
所
（
編
）
明
在
日
朝
鮮
人
処
遇
の
推
移
と
現
状
』
現
代
日
本
・
朝
鮮
関
係
史
資

　
料
第
三
輯
（
湖
北
社
、
　
一
九
五
五
年
）
、
～
五
七
一
一
五
八
頁
。
ま
た
許
吉
松
に

　
関
し
て
は
最
終
的
に
南
北
ど
ち
ら
に
送
還
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
送
還
さ
れ
な

　
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
不
明
で
あ
る
が
、
｝
○
月
～
日
付
の
在
日
乱
戦
の
機
関
紙

　
噌
解
放
瓢
聞
』
で
は
、
許
吉
松
が
韓
国
に
送
還
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
報
じ
て

　
い
る
。
ま
た
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
八
月
に
大
阪
で
同
様
の
訴
訟
を
起
こ
し
た
人

　
物
が
韓
国
に
送
還
さ
れ
た
例
も
あ
る
と
い
う
。
『
解
放
薪
聞
臨
（
一
九
五
三
年
、
一

　
〇
月
一
日
）
、
二
面
。

⑮
在
臼
民
戦
と
同
じ
く
北
朝
鮮
政
府
を
支
持
す
る
人
々
で
構
成
さ
れ
た
運
動
団
体
、

　
朝
鮮
解
放
救
援
会
が
許
吉
松
ら
の
「
自
由
送
還
」
の
た
め
に
入
国
管
理
局
と
交
渉

　
に
当
た
っ
て
い
た
。
噸
解
放
新
闇
畠
、
同
前
記
事
。

⑯
法
務
研
修
所
、
前
掲
害
、
一
五
六
－
一
五
七
頁
。

⑰
法
務
研
修
所
、
前
掲
書
、
一
五
六
頁
。

⑱
一
九
五
四
年
ご
胃
六
日
参
議
院
法
務
委
員
会
。

⑲
一
九
五
八
年
七
月
三
日
衆
議
院
外
務
委
員
会
。

⑳
日
本
赤
十
字
社
（
編
）
冒
本
赤
十
字
社
社
史
稿
幅
第
六
巻
（
一
九
七
一
年
）
、

　
｝
エ
ハ
ニ
頁
。

⑳
　
日
本
赤
十
字
社
、
前
掲
轡
、
第
六
巻
、
二
六
〇
頁
。

⑫
　
朴
激
甚
は
日
赤
が
I
C
R
C
を
通
し
て
朝
赤
に
伝
達
を
依
頼
し
た
こ
と
を
も
つ

　
て
、
門
日
赤
が
帰
国
事
業
を
最
初
に
提
案
し
た
段
階
か
ら
す
で
に
国
赤
［
I
C
R

　
C
］
が
関
わ
っ
て
い
た
」
と
す
る
が
、
こ
れ
は
後
年
の
仲
介
と
質
的
に
異
な
る
も

　
の
で
あ
ろ
う
。
朴
正
鎮
「
国
際
関
係
か
ら
見
た
帰
国
事
業
」
高
崎
・
朴
、
前
掲
書
、

　
一
四
七
頁
。
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第
二
章
　
在
日
本
朝
鮮
人
総
連
合
会
の
結
成
と
一
C
R
C
の
介
入

第
一
節
　
在
日
朝
鮮
人
鐡
体
の
方
針
転
換

　
一
九
五
五
年
五
月
、
在
日
朝
鮮
人
に
よ
る
帰
国
運
動
に
変
化
を
生
じ
さ
せ
る
出
来
事
が
起
こ
る
。
在
日
本
朝
鮮
人
総
連
合
会
（
以
下
、
朝
鮮

総
連
）
の
結
成
で
あ
る
。
こ
れ
を
機
に
、
帰
国
運
動
の
位
置
づ
け
が
大
き
く
変
化
す
る
。

　
在
日
民
謡
の
運
動
方
針
の
中
で
は
、
帰
国
運
動
は
「
生
活
擁
護
運
動
」
や
「
強
制
送
還
反
対
闘
争
」
に
付
随
す
る
権
利
要
求
の
ひ
と
つ
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
朝
鮮
戦
争
休
戦
協
定
が
締
結
さ
れ
た
後
の
在
日
民
話
第
一
三
回
中
央
委
員
会
の
決
定
以
降
、
「
技
術
者
派
遣
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

動
」
が
「
祖
圏
訪
問
団
派
遣
運
動
」
と
と
も
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
強
制
送
還
反
対
闘
争
の
文
脈
で
、
大
村
収
容
所
の
北
朝

鮮
希
望
者
の
帰
還
先
自
由
選
択
を
保
障
す
る
要
求
も
な
さ
れ
て
い
る
。
一
九
五
四
年
七
月
三
〇
日
に
は
外
務
部
長
高
成
浩
（
コ
・
ソ
ン
ホ
）
が

在
日
朝
鮮
解
放
救
援
会
委
員
長
金
性
律
（
キ
ム
・
ソ
ン
リ
ル
）
と
外
務
省
に
陳
情
に
訪
れ
、
長
期
収
容
者
の
釈
放
を
求
め
る
と
と
も
に
、
帰
還
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
自
由
選
択
と
帰
還
の
便
法
を
早
急
に
講
じ
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
作
成
さ
れ
た
入
国
管
理
局
の
調
査
資
料
『
在
日
朝

鮮
人
の
北
鮮
帰
国
渡
航
問
題
』
の
題
目
か
ら
も
推
察
で
き
る
が
、
在
日
民
戦
期
の
「
帰
国
」
に
関
す
る
運
動
に
は
「
渡
航
の
自
由
」
の
獲
得
と

い
う
意
味
合
い
が
強
く
含
ま
れ
て
い
た
。
五
四
年
二
月
＝
～
日
に
発
表
さ
れ
た
声
明
書
で
も
、
「
自
ら
帰
国
を
希
望
す
る
人
に
対
し
、
民
主
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

諸
権
利
を
保
障
し
た
帰
国
の
援
助
を
与
え
る
と
と
も
に
渡
航
の
自
由
を
与
え
る
べ
き
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
個
人
の
権
利
と
し
て
帰
国
お
よ

び
渡
航
の
「
自
由
」
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
在
日
民
戦
の
運
動
方
針
に
お
い
て
帰
国
運
動
は
具
体
的
人
数
を
伴
う

「
集
団
帰
国
」
の
実
現
が
目
的
で
は
な
く
、
個
人
の
権
利
擁
護
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
帰
還
問
題
に
対
す
る
在
日
民
戦
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

慎
重
な
態
度
を
象
徴
す
る
の
が
、
五
四
年
～
月
一
五
日
に
中
央
書
記
長
李
泰
愚
（
リ
・
テ
ウ
）
の
名
で
発
表
さ
れ
た
声
明
文
で
あ
る
。
こ
の
文

書
で
は
前
述
の
日
赤
に
よ
る
同
年
一
月
六
日
付
朝
赤
宛
電
報
に
つ
い
て
、
「
と
く
に
こ
の
こ
と
は
間
違
え
ば
日
本
政
府
の
強
制
追
放
と
排
他
主
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⑤

義
に
利
用
さ
れ
る
恐
れ
を
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
不
信
感
を
表
明
し
て
い
る
。

　
帰
国
運
動
の
性
質
を
変
え
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
～
九
五
五
年
五
月
二
五
B
の
朝
鮮
総
連
の
結
成
で
あ
っ
た
。
日
本
共
産
党
と
の
共
闘
に

懐
疑
的
な
乱
逆
鉄
（
ハ
ン
・
ド
ク
ス
）
に
率
い
ら
れ
た
朝
鮮
総
連
の
方
針
は
、
「
定
住
少
数
民
族
」
と
し
て
日
本
の
政
治
改
革
に
介
入
し
た
在
日

民
戦
と
異
な
り
、
北
朝
鮮
の
「
在
外
公
民
」
と
し
て
の
立
場
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
韓
海
瀬
ら
「
民
族
左
派
」
の
主

導
権
獲
得
と
在
日
朝
鮮
人
の
直
接
指
導
に
乗
り
出
し
た
北
朝
鮮
政
府
の
意
向
が
作
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
成
立

し
た
朝
鮮
総
連
は
、
そ
の
綱
領
に
「
朝
鮮
民
主
主
義
入
漁
共
和
国
の
公
民
と
し
て
民
主
主
義
的
な
諸
権
利
と
民
主
民
族
教
育
を
固
守
し
、
…
…

ま
た
、
祖
国
の
平
和
的
共
存
に
関
す
る
外
交
政
策
を
忠
実
に
遵
守
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
北
朝
鮮
政
府
の
影
響
力
が
強
化
さ
れ
、
朝
鮮
総
連
本

部
は
そ
の
在
外
公
館
と
し
て
の
性
格
を
強
め
た
。
さ
ら
に
そ
の
方
針
と
し
て
「
全
て
の
在
日
朝
鮮
同
胞
を
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
に
再
結

集
」
す
る
こ
と
を
掲
げ
る
な
ど
、
「
祖
国
志
向
」
を
強
め
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
政
府
の
政
策
改
善
を
求
め
る
内
容
が
削
ら
れ
る
代
わ
り
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

国
交
正
常
化
の
要
求
や
経
済
・
文
化
の
交
流
を
強
調
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
路
線
転
換
は
、
こ
の
後
の
帰
国
運
動
の
方
向
性

を
決
定
づ
け
て
ゆ
く
。

　
こ
の
よ
う
な
在
日
民
謡
の
解
散
と
朝
鮮
総
連
の
結
成
の
背
景
に
は
、
一
九
五
五
年
五
月
に
至
る
ま
で
の
北
朝
鮮
政
府
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
。

五
四
年
八
月
三
〇
日
、
北
朝
鮮
外
相
南
日
（
ナ
ム
・
イ
ル
）
は
在
日
朝
鮮
人
を
「
公
民
」
と
規
定
す
る
声
明
を
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
朴
在
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

（
バ
ク
・
チ
ェ
イ
ル
）
が
指
摘
す
る
と
お
り
「
北
朝
鮮
へ
の
帰
国
の
可
能
性
を
与
え
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
南
日
は
さ
ら
に
五
五
年
二
月
二
五
日
、

対
日
国
交
正
常
化
を
提
案
す
る
声
明
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
年
一
二
月
二
九
B
の
声
明
で
、
南
日
は
公
式
に
帰
還
問
題
に
雷
及
す
る
。

こ
の
声
明
で
南
日
は
、
日
本
政
府
に
対
し
て
在
日
朝
鮮
人
学
生
の
教
育
問
題
の
解
決
と
大
村
収
容
者
の
釈
放
を
求
め
る
と
と
も
に
、
祖
国
進
学

の
受
け
入
れ
を
表
明
し
、
収
容
者
の
早
期
「
帰
国
」
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
朝
赤
が
帰
還
問
題
に
本
格
的
に
関
与
す
る
よ
う
に

な
る
。
コ
一
月
三
一
日
の
朝
赤
委
員
長
李
柄
南
（
リ
・
ビ
ョ
ン
ナ
ム
）
か
ら
日
赤
社
長
島
津
忠
承
宛
の
電
報
で
は
、
北
朝
鮮
政
府
か
ら
「
在
日
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

鮮
人
問
題
」
に
関
す
る
全
権
委
任
を
受
け
て
い
る
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
朝
赤
代
表
団
の
日
本
へ
の
派
遣
を
打
診
し
て
い
る
。
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鳩
山
内
閣
は
「
ソ
連
や
中
国
を
含
む
近
隣
共
産
主
義
国
家
と
の
関
係
改
善
」
に
努
め
る
方
針
を
組
閣
当
初
か
ら
明
ら
か
に
し
て
お
り
共
産
圏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
の
交
流
を
重
視
し
て
は
い
た
が
、
国
交
正
常
化
を
求
め
る
南
日
声
明
に
対
す
る
反
応
は
曖
昧
で
あ
っ
た
。
一
九
五
五
年
三
月
二
六
日
衆
議
院

予
算
委
員
会
に
お
い
て
北
朝
鮮
と
の
経
済
文
化
交
流
に
つ
い
て
問
わ
れ
た
鳩
山
首
相
は
、
「
善
隣
と
は
友
好
の
実
を
あ
げ
た
い
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
北
鮮
の
方
で
も
何
か
用
意
し
て
い
る
よ
う
で
す
か
ら
近
い
う
ち
に
そ
う
ゆ
う
よ
う
な
相
談
が
出
来
る
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
」
と
述

べ
る
。
し
か
し
同
年
四
月
二
八
日
の
参
議
院
本
会
議
で
自
由
党
の
小
滝
彬
が
、
「
鳩
山
総
理
以
下
閣
僚
が
い
た
ず
ら
に
共
産
圏
と
の
貿
易
や
文

化
交
流
等
の
可
能
性
を
誇
張
し
て
宣
伝
す
る
の
を
や
め
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
韓
国
と
の
国
交
調
整
も
非
常
に
困
難
に
な
る
」
と
指
摘
し
た
の
に

対
し
、
外
相
重
光
葵
は
「
私
は
近
い
と
こ
ろ
、
一
番
こ
の
日
本
の
重
要
で
あ
っ
て
近
い
、
こ
の
韓
国
と
の
関
係
を
ま
ず
正
常
化
し
た
い
、
調
整

を
し
た
い
と
、
こ
う
い
う
一
念
に
今
燃
え
て
お
る
」
と
答
え
、
ま
た
六
月
二
二
日
に
は
、
鳩
山
自
ら
も
「
北
鮮
と
の
経
済
、
文
化
の
交
流
を
行

う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
韓
国
と
の
関
係
を
阻
害
し
て
悪
影
響
を
及
ぼ
す
限
り
は
、
経
済
、
文
化
の
交
流
を
す
る
わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

思
い
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
鳩
山
は
た
し
か
に
共
産
圏
と
の
経
済
的
文
化
的
交
流
を
掲
げ
て
は
い
た
が
、
北
朝
鮮
と
の
交
流
は
対
米
・
対

韓
政
策
に
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
非
現
実
的
な
選
択
肢
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
日
朝
外
交
に
対
す
る
日
朝
政
府
間
の
決
定
的
な
食

い
違
い
は
、
帰
還
問
題
へ
も
影
を
落
と
す
こ
と
と
な
る
。

　
一
方
、
朝
鮮
総
連
結
成
後
ま
も
な
く
し
て
、
重
要
な
集
会
が
開
催
さ
れ
た
。
一
九
五
五
年
七
月
一
五
日
に
朝
鮮
総
連
が
主
催
し
た
、
在
日
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

鮮
人
帰
国
希
望
者
東
京
大
会
で
あ
る
。
こ
こ
で
朝
鮮
総
連
側
は
、
北
朝
鮮
へ
の
帰
還
希
望
者
を
四
一
〇
人
と
公
表
し
た
。
既
述
の
よ
う
に
、
在

日
民
戦
期
に
は
政
府
当
局
が
帰
還
希
望
の
具
体
性
を
疑
問
視
し
て
い
た
が
、
こ
こ
に
お
い
て
帰
国
運
動
は
具
体
性
を
伴
っ
た
要
求
へ
と
発
展
し

た
と
い
え
よ
う
。
朝
鮮
総
連
は
こ
の
後
も
帰
国
希
望
者
大
会
を
開
催
し
て
お
り
、
一
二
月
八
日
付
で
日
赤
側
に
書
簡
を
手
交
し
て
い
る
。
こ
の

書
簡
の
要
点
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
「
［
わ
れ
わ
れ
は
］
帰
還
の
た
め
の
手
続
き
を
要
請
し
、
ま
た
日
本
赤
十
字
社
に
対
し
て
支
援
と
、
こ
の
問

題
に
対
し
て
協
力
的
で
あ
る
よ
う
求
め
て
き
た
。
…
…
こ
の
緊
迫
し
た
問
題
に
関
し
て
積
極
的
支
援
を
と
る
こ
と
を
、
日
本
赤
十
字
社
に
あ
ら

た
め
て
請
願
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
述
べ
て
お
り
、
在
日
器
質
の
時
期
よ
り
積
極
的
か
つ
組
織
的
な
要
求
を
行
っ
て
い
る
点
。
さ
ら
に
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「
わ
れ
わ
れ
は
、
帰
還
問
題
の
解
決
を
目
的
と
し
た
朝
腹
の
代
表
団
を
日
本
に
派
遣
す
る
と
い
う
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
提
案
を
、
日

本
政
府
が
受
け
入
れ
る
よ
う
、
日
赤
が
政
府
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
国
交
正
常
化
戦
略
の
一
環
と
し
て
帰
国
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

動
を
位
置
づ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
臼
赤
の
帰
還
計
画
に
対
す
る
不
信
感
を
表
明
し
て
い
た
在
日
民
戦
期
と
異
な
り
、
朝
鮮
総

連
期
に
は
積
極
的
に
働
き
か
け
る
よ
う
に
な
る
。
同
年
一
二
月
一
七
日
に
国
会
に
提
出
し
た
「
要
請
書
」
で
は
、
帰
還
希
望
者
が
「
す
で
に
膨

大
な
数
に
達
し
て
い
る
」
と
し
て
、
「
出
国
は
自
由
だ
」
と
い
う
よ
う
な
無
責
任
な
態
度
で
は
な
く
「
具
体
的
な
措
置
」
を
と
る
よ
う
要
請
し

　
　
⑬

て
い
る
。
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第
二
節
　
一
C
R
C
へ
の
仲
介
要
請

　
こ
の
よ
う
な
帰
国
運
動
の
質
的
変
化
は
、
日
赤
の
計
画
に
す
ぐ
に
反
映
さ
れ
た
。
一
九
五
五
年
一
二
月
一
三
日
、
日
赤
社
長
島
津
は
I
C
R

C
宛
に
電
報
を
送
っ
て
い
る
。
同
電
報
に
は
帰
国
希
望
者
東
京
大
会
で
採
択
さ
れ
た
前
述
の
要
請
文
が
添
付
さ
れ
て
い
た
。
島
津
は
、
「
こ
れ

は
陳
情
（
℃
Φ
樽
三
8
）
で
は
な
く
要
請
（
お
ρ
器
ω
搾
）
で
あ
る
」
と
説
明
し
、
朝
鮮
総
連
の
、
さ
ら
に
は
そ
の
背
後
に
あ
る
北
朝
鮮
政
府
の
関
与
と

い
う
政
治
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
電
報
は
さ
ら
に
、
「
在
日
朝
鮮
人
の
帰
還
に
関
し
て
、
個
別
の
事
例
（
け
げ
Φ
O
鋤
ω
①
O
｛
一
昌
臨
写
く
一
価
q
餌
｝
6
Q
）
で
あ
れ
ば
、

彼
ら
は
自
由
に
帰
還
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
文
書
で
要
請
さ
れ
て
い
る
の
は
集
団
帰
還
の
事
例
（
静
Φ
8
ω
Φ
・
隔
導
器
ω
お
冨
旺
鋤
口
8
）

で
あ
る
。
」
と
続
く
。
モ
ー
リ
ス
ほ
ス
ズ
キ
は
こ
の
、
臼
霧
ω
話
零
艮
巴
。
凱
と
い
う
語
を
「
大
量
帰
還
」
と
捉
え
、
日
赤
が
帰
還
希
望
者
の
規

模
に
拡
大
解
釈
を
加
え
て
I
C
R
C
に
伝
達
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
文
書
の
末
尾
に
「
巳
本
国
外
務
省
と
法
務
省
の
当
局
者
の
全
面

的
な
同
意
」
を
得
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
根
拠
に
、
日
赤
と
日
本
政
府
官
僚
が
、
こ
の
時
期
す
で
に
、
五
九
年
以
降
に
実
施
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

る
よ
う
な
大
規
模
な
帰
還
事
業
を
秘
密
裏
に
計
画
し
て
い
た
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
「
集
団
（
§
ω
。
。
）
」
が
「
個

別
（
ぎ
象
≦
曾
巴
ω
）
」
と
対
比
さ
せ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
こ
の
電
報
が
強
調
し
て
い
る
の
は
「
大
量

性
」
と
い
う
よ
り
は
要
請
文
の
持
つ
「
集
団
性
」
、
お
よ
び
「
政
治
性
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
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問
題
は
、
東
京
大
会
の
要
請
の
段
階
で
規
模
、
質
と
も
に
日
赤
の
み
で
の
遂
行
は
困
難
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
島
津
は
こ
の

よ
う
な
「
集
団
帰
還
を
遂
行
す
る
に
は
韓
国
の
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
る
が
、
I
C
R
C
ほ
ど
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
機
関
は
な
い
」
と
述
べ
て

い
る
。
そ
し
て
、
「
韓
国
と
の
ト
ラ
ブ
ル
を
い
っ
さ
い
引
き
起
こ
さ
な
い
な
ら
、
そ
し
て
北
朝
鮮
で
は
な
く
I
C
R
C
の
手
に
よ
る
の
で
あ
れ

ば
、
日
本
側
は
在
日
北
朝
鮮
人
（
累
。
灘
区
・
困
＄
三
こ
巷
き
）
の
帰
還
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
ん
ら
反
対
し
な
い
し
、
む
し
ろ
希
望
す
る
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

述
べ
、
I
C
R
C
の
介
入
を
要
請
す
る
。
韓
国
の
李
承
晩
政
権
は
全
在
日
朝
鮮
人
を
韓
国
国
民
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
、
北
朝
鮮
帰
還
事
業

を
「
当
無
」
と
呼
ん
で
激
し
く
批
判
し
て
い
た
。
鶴
里
の
強
硬
姿
勢
は
、
航
行
の
安
全
の
観
点
か
ら
深
刻
な
問
題
で
あ
っ
た
。
一
九
五
五
年
七

月
一
五
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
外
務
省
ア
ジ
ア
局
長
中
川
融
は
、
「
日
本
側
の
船
を
つ
か
ま
え
ま
し
て
、
北
鮮
へ
帰
ら
れ
る
人
た
ち
を
韓

国
の
方
で
抑
留
す
る
と
い
う
よ
う
な
事
態
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
」
、
ま
た
「
日
本
の
船
自
体
の
安
全
と
い
う
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
…
…
赤
十
字
社
が
や
る
の
で
あ
り
ま
し
て
も
、
船
を
仕
立
て
て
大
量
に
お
返
し
す
る
と
い
う
方
法
は
安
全
な
方
法
で
は
な
い
」
と

述
べ
て
い
る
。
帰
還
事
業
の
実
現
に
は
韓
国
政
府
の
反
発
を
避
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
日
本
政
府
が
表
立
っ
て
推
進
す
る
と
い
う
形
式

を
避
け
る
た
め
に
緩
衝
と
し
て
日
赤
が
用
意
さ
れ
た
。
し
か
し
、
帰
国
運
動
の
性
質
が
「
集
団
化
」
、
「
政
治
化
」
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
北
朝

鮮
側
と
の
直
接
交
渉
と
韓
国
か
ら
の
よ
り
強
い
反
発
を
避
け
る
た
め
に
、
人
道
主
義
組
織
で
あ
る
I
C
R
C
と
い
う
更
な
る
緩
衝
が
必
要
と
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
島
津
電
報
以
後
、
日
赤
に
よ
る
I
C
R
C
へ
の
ロ
ビ
ー
活
動
が
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
。

　
日
赤
お
よ
び
日
本
政
府
が
問
題
と
し
た
帰
国
運
動
の
政
治
性
は
、
一
九
五
五
年
一
〇
月
の
社
会
党
議
員
団
に
よ
る
訪
朝
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強

ま
っ
た
。
在
日
巴
戦
期
に
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
日
本
共
産
党
に
代
わ
っ
て
こ
の
頃
か
ら
社
会
党
が
北
朝
鮮
と
の
関
係
を
強
め
る
よ
う
に
な
る

が
、
訪
朝
団
の
派
遣
も
こ
の
方
針
の
一
環
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
一
〇
月
二
〇
日
に
国
交
正
常
化
を
含
む
共
同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
を
発
表
し
て
い
る
。

そ
の
主
な
内
容
は
日
本
政
府
が
北
朝
鮮
の
対
日
交
流
拡
大
政
策
に
応
じ
る
こ
と
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

重
光
外
相
が
即
座
に
否
認
し
た
が
、
こ
の
訪
朝
は
帰
還
問
題
に
関
心
が
高
ま
る
大
き
な
契
機
と
な
る
。
自
由
民
主
党
と
社
会
党
の
保
革
対
立
と

い
う
五
五
年
体
勢
の
中
で
帰
還
問
題
も
論
点
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
ゆ
き
、
帰
還
事
業
の
実
施
に
躊
躇
す
る
政
府
与
党
と
、
そ
れ
を
追
及
す
る
野
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党
と
い
う
構
図
が
出
来
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
井
上
日
赤
外
事
部
長
は
、
　
九
五
六
年
一
月
一
九
日
の
I
C
R
C
宛
の
電
報
に
お
い
て
「
注
目
す
べ
き
現
象
」
と
し
て
「
保
守
政
党
が
朝
鮮

人
の
帰
還
援
助
を
は
じ
め
よ
う
と
す
る
兆
し
」
が
あ
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
、
元
首
相
芦
田
均
や
当
時
自
民
党
で
帰
還
問
題
を
担
当
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

元
外
相
岡
崎
勝
男
か
ら
帰
還
事
業
計
箇
の
具
体
化
に
つ
い
て
非
公
式
に
伝
達
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
モ
ー
リ
ス
隠
ス
ズ
キ
が
指
摘
す

る
と
お
り
、
I
C
R
C
へ
介
入
を
依
頼
し
た
島
津
の
電
報
と
前
後
し
て
、
与
党
内
で
帰
還
事
業
に
前
向
き
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注

目
に
値
す
る
。
だ
が
、
鳩
山
内
閣
が
帰
還
事
業
を
実
現
す
る
上
で
大
き
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
問
題
は
、
井
上
の
電
報
の
中
で
確
認

で
き
る
。
井
上
は
、
こ
の
電
報
に
「
在
日
朝
鮮
人
問
題
の
解
決
に
関
す
る
根
本
原
理
」
と
い
う
小
論
を
添
付
し
、
帰
還
問
題
に
つ
い
て
持
論
を
展

開
す
る
。
こ
こ
で
彼
は
、
「
在
日
朝
鮮
人
の
性
格
は
暴
力
的
で
、
…
…
在
日
中
国
人
は
メ
ー
デ
ー
の
際
に
火
炎
瓶
を
投
げ
な
か
っ
た
が
、
朝
鮮

人
は
投
げ
、
強
力
な
地
下
組
織
も
持
っ
て
い
た
。
」
と
い
う
よ
う
に
在
日
朝
鮮
人
へ
の
露
骨
な
偏
見
を
交
え
な
が
ら
、
中
国
人
帰
還
の
事
例
と

の
相
違
点
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
「
そ
れ
［
北
朝
鮮
側
が
求
め
る
日
朝
赤
十
字
間
の
直
接
交
渉
］
は
失
敗
す
る
運
命
に
あ
り
、
…
…
双
方

に
と
っ
て
満
足
の
い
く
も
の
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
説
明
し
て
、
I
C
R
C
介
入
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
さ
ら
に
井
上
は
、

一
二
月
二
九
日
の
南
日
声
明
が
大
村
収
容
所
を
め
ぐ
る
人
権
問
題
、
教
育
問
題
、
法
的
地
位
の
問
題
等
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
、
「
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
身
勝
手
に
思
え
る
点
や
赤
十
字
の
管
轄
を
超
え
る
点
が
多
く
あ
る
」
と
述
べ
て
北
朝
鮮
政
府
に
対
す
る
警
戒
心
を
表
明
し

て
い
る
。
こ
の
南
日
声
明
の
要
求
内
容
は
、
政
府
与
党
の
外
交
方
針
と
は
根
本
的
に
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
B
本
側
に
と
っ
て
I
C
R

C
介
入
と
い
う
形
式
は
、
韓
国
政
府
の
説
得
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
帰
国
運
動
に
付
随
す
る
要
求
を
封
じ
込
め
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も

重
要
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
述
す
る
平
壌
会
談
に
お
け
る
日
本
側
の
姿
勢
に
鮮
明
に
現
れ
る
。

　
先
行
研
究
に
お
け
る
重
要
な
論
点
の
ひ
と
つ
は
、
日
本
政
府
と
日
赤
の
関
係
で
あ
る
。
日
本
政
府
と
B
赤
の
関
係
で
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
な
る

の
は
、
在
日
朝
鮮
人
に
対
す
る
偏
見
を
持
っ
て
お
り
、
「
生
活
保
護
よ
り
帰
還
援
助
の
ほ
う
が
経
済
的
」
と
明
言
し
て
い
た
井
上
日
赤
外
事
部

　
　
　
⑱

長
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
モ
ー
リ
ス
ー
ー
ス
ズ
キ
は
外
務
省
出
身
と
い
う
井
上
の
経
歴
と
日
赤
外
事
部
と
外
務
省
と
の
緊
密
性
に
注
目
し
、
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一
九
五
五
年
か
ら
日
本
政
府
が
追
放
意
図
を
も
っ
て
大
量
帰
還
の
推
進
を
後
押
し
し
て
い
た
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
的
に
井
上
が
日

本
政
府
の
意
図
を
代
弁
し
て
い
た
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
一
方
、
朴
正
鎮
は
、
積
極
的
に
帰
還
事
業
計
画
を
推
進
し
た
日
赤
に
対
し
、
政
府
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

韓
国
と
の
関
係
を
考
慮
し
て
五
九
年
二
月
の
閣
議
了
解
の
直
前
ま
で
「
態
度
を
決
め
か
ね
て
い
た
」
と
分
析
し
て
い
る
。
本
稿
の
検
証
に
基
づ

け
ば
、
帰
還
計
画
を
主
導
す
る
B
赤
に
対
し
、
政
府
の
態
度
は
時
期
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
日
本
政
府
と
い
っ

て
も
内
閣
と
与
党
、
そ
し
て
収
容
所
問
題
や
生
活
保
護
の
問
題
を
抱
え
帰
還
を
推
進
し
た
い
法
務
省
や
厚
生
省
と
、
韓
国
と
の
外
交
関
係
を
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

慮
す
る
外
務
省
、
帰
国
運
動
の
政
治
性
を
警
戒
す
る
公
安
調
査
庁
な
ど
、
諸
官
庁
の
問
で
も
見
解
の
相
違
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
一
方
、
北
朝
鮮
政
府
が
帰
還
問
題
に
公
式
に
参
入
し
て
か
ら
、
日
朝
間
の
直
接
交
渉
を
求
め
る
北
朝
鮮
側
と
I
C
R
C
の
介
入
を
求
め
る
日

本
側
の
綱
引
き
が
始
ま
る
が
、
こ
れ
が
顕
在
化
し
た
の
が
日
朝
堂
十
字
平
壌
会
談
で
あ
っ
た
。
北
朝
鮮
側
は
帰
還
問
題
を
国
家
間
交
流
の
糸
口

に
し
た
い
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
民
間
交
流
の
拡
大
に
熱
心
な
日
朝
協
会
の
参
加
を
求
め
た
。
こ
の
問
題
は
民
閲
団
体
が

介
入
す
る
こ
と
に
躊
躇
す
る
日
本
側
と
の
折
衝
の
末
、
日
朝
協
会
副
理
事
長
宮
腰
喜
助
が
～
旦
役
員
を
辞
任
し
た
上
で
日
赤
の
嘱
託
職
員
と
し

て
加
わ
る
こ
と
で
合
意
さ
れ
る
。
一
九
五
六
年
一
月
二
八
日
か
ら
平
壌
で
開
催
さ
れ
た
日
朝
赤
十
字
会
談
で
朝
赤
側
は
、
帰
還
問
題
を
含
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

在
日
朝
鮮
人
問
題
全
般
を
公
式
会
談
で
取
り
上
げ
る
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
日
赤
側
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
会
談
終
了

後
、
三
月
二
九
日
の
参
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
参
考
人
招
致
さ
れ
た
葛
西
日
赤
副
社
長
が
、
「
出
発
ま
で
に
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
国
の
方
針

と
い
う
も
の
が
ま
だ
確
定
す
る
段
階
に
至
ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
結
局
、
二
月
二
八
日
に
発
表
さ
れ
た
共
同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
で
は
、
在

朝
日
本
人
の
帰
国
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
取
り
決
め
が
多
数
な
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
在
日
朝
鮮
人
の
帰
国
に
つ
い
て
は
「
双
方
は
こ
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

題
の
解
決
が
人
道
主
義
的
両
国
赤
十
字
団
体
の
切
実
な
関
心
事
と
し
て
残
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
」
と
付
言
さ
れ
る
に
留
ま
っ
た
。
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第
三
節
　
帰
還
問
題
の
緊
迫
と
l
C
R
C
の
仲
介
表
明

し
か
し
、
帰
還
問
題
を
保
留
す
る
日
本
側
の
方
針
は
、
在
日
朝
鮮
人
の
帰
国
運
動
を
加
熱
さ
せ
る
結
果
を
招
く
。
平
壌
会
談
の
経
緯
は
新
聞



一九五〇年代の在呂朝鮮人政策と北朝鮮帰還事業（黒河）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
も
報
道
さ
れ
、
在
朝
日
本
人
の
引
揚
げ
問
題
と
な
ら
ん
で
、
在
日
朝
鮮
人
の
帰
還
問
題
も
あ
る
程
度
世
論
の
注
目
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

平
壌
会
談
で
在
日
朝
鮮
人
帰
還
問
題
が
進
展
し
な
い
な
か
、
一
九
五
六
年
二
月
一
四
日
、
朝
鮮
総
連
の
李
起
沫
（
リ
・
ギ
ス
）
外
事
部
長
ら
が

衆
議
院
外
務
委
員
会
に
参
考
人
と
し
て
出
席
し
た
。
李
外
事
部
長
は
五
五
年
～
二
月
現
在
で
帰
国
希
望
者
が
＝
○
○
名
と
証
言
し
、
大
村
の

長
期
収
容
者
・
残
留
家
族
・
薪
学
期
に
進
学
を
希
望
す
る
者
に
つ
い
て
は
「
最
も
緊
急
か
つ
す
み
や
か
な
解
決
が
要
望
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
、

帰
還
事
業
の
実
施
を
鳩
山
内
閣
に
せ
ま
っ
た
。
と
く
に
大
村
収
容
者
の
帰
還
問
題
に
つ
い
て
は
、
北
朝
鮮
側
が
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
会

談
終
了
後
の
三
月
一
五
日
、
朝
赤
会
長
品
柄
南
は
日
赤
宛
電
報
で
「
大
村
収
容
所
の
事
態
が
最
近
悪
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
注
目
し
、
朝
鮮
赤

十
字
会
は
こ
の
問
題
の
正
し
い
解
決
が
焦
眉
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
」
と
述
べ
、
「
貴
社
が
在
北
朝
鮮
日
本
人
帰
圏
の
た
め
の
船
を
利
用

し
て
、
帰
国
希
望
収
容
者
の
帰
国
を
ご
按
配
く
だ
さ
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。
」
と
求
め
た
。
し
か
し
、
既
に
I
C
R
C
介
入
を
前
提
と
す
る

帰
還
事
業
を
計
画
し
て
い
た
日
赤
側
は
、
「
北
朝
鮮
帰
国
希
望
の
在
B
朝
鮮
人
を
今
次
帰
国
船
に
乗
せ
る
こ
と
は
、
…
…
遺
憾
な
が
ら
実
行
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

き
ま
せ
ん
」
と
北
朝
鮮
側
の
要
求
を
拒
否
す
る
。

　
在
朝
日
本
入
を
引
揚
げ
さ
せ
る
た
め
に
海
上
保
安
庁
の
船
舶
「
こ
じ
ま
」
が
一
九
五
六
年
四
月
～
七
日
に
舞
鶴
港
か
ら
北
朝
鮮
へ
出
港
す
る

こ
と
が
予
定
さ
れ
る
と
、
四
月
六
日
、
四
七
名
の
在
日
朝
鮮
人
が
日
赤
東
京
本
社
を
訪
問
し
て
「
こ
じ
ま
」
に
乗
せ
て
帰
還
さ
せ
て
ほ
し
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

申
し
入
れ
た
。
日
赤
側
は
こ
の
要
求
を
撞
凝
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
在
日
朝
鮮
人
側
は
座
り
込
み
な
ど
示
威
運
動
を
展
開
す
る
。
こ
の
請
願

は
長
期
化
し
、
日
赤
は
何
ら
か
の
対
処
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
計
画
し
た
の
が
、
外
国
船
で
の
輸
送
で
あ
っ
た
。
日
赤
は
彼
ら

の
帰
還
の
た
め
に
、
福
岡
県
三
池
港
か
ら
香
港
へ
向
う
英
国
バ
タ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
社
の
船
舶
「
湖
南
」
を
手
配
し
た
。
井
上
日
赤
外
事
部
長
は

五
六
年
六
月
一
六
日
付
I
C
R
C
宛
電
報
で
、
「
韓
国
の
海
上
警
察
が
、
公
海
上
で
通
常
の
国
際
航
路
を
進
み
英
国
国
旗
を
掲
げ
る
商
船
を
停

止
さ
せ
、
帰
還
者
を
拘
束
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
日
韓
関
係
で
な
く
英
韓
関
係
が
悪
化
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
あ
り
そ
う
も
無
い
の
で
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

よ
う
な
決
断
を
下
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
帰
還
計
画
は
失
敗
に
終
わ
る
。
バ
タ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
社
が
「
湖
南
」
の
三

池
へ
の
寄
港
を
断
念
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
北
朝
鮮
へ
の
帰
還
者
を
輸
送
す
る
な
ら
一
切
の
取
引
を
停
止
す
る
と
い
う
韓
国
側
か
ら
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⑳

の
圧
力
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
件
か
ら
韓
国
側
の
姿
勢
が
日
赤
の
想
定
以
上
に
強
硬
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
緩
衝
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

て
の
I
C
R
C
に
よ
る
仲
介
の
必
要
性
が
ま
す
ま
す
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
こ
の
事
件
は
帰
還
事
業
へ
の
介
入
を
決
定
す
る
上
で
、
I
C
R
C
側
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
在
日
朝
鮮
人

の
抗
議
行
動
が
長
期
化
す
る
な
か
、
I
C
R
C
代
表
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ド
・
ウ
ェ
ッ
ク
（
国
五
戸
Φ
紆
≦
Φ
。
ご
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ミ
シ
ェ
ル

（
＜
弔
一
一
一
一
鋤
d
P
忌
門
〇
ぴ
Φ
一
）
の
二
名
が
極
東
地
域
の
情
報
収
集
の
た
め
に
日
本
を
訪
れ
て
い
た
。
　
九
五
六
年
四
月
三
〇
日
に
日
本
に
到
着
し
た
彼

ら
は
、
日
赤
本
社
前
の
座
り
込
み
を
目
撃
し
、
五
月
～
誤
載
に
は
大
村
収
容
所
の
北
朝
鮮
帰
還
希
望
者
と
面
会
し
て
帰
国
早
期
実
現
を
求
め
る

嘆
願
書
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
そ
の
後
難
ら
は
日
赤
代
表
や
政
府
関
係
者
と
会
談
し
、
在
日
朝
鮮
入
関
係
の
資
料
を
集
め
て
帰
国
し
た
。
こ
の

視
察
で
帰
還
問
題
の
緊
急
性
を
認
識
し
た
I
C
R
C
は
、
五
六
年
七
月
一
五
日
、
予
備
的
提
案
と
し
て
帰
還
事
業
の
具
体
案
を
日
本
・
北
朝

鮮
・
韓
国
の
赤
十
字
そ
れ
ぞ
れ
に
送
付
す
る
。
そ
し
て
同
年
一
二
月
＝
一
日
の
覚
書
に
お
い
て
、
「
彼
ら
［
在
臼
朝
鮮
人
］
の
自
由
選
択
権
は
尊

重
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
状
況
は
速
や
か
に
正
常
化
さ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
厳
重
注
意
を
喚
起
し
た
い
」
と
述
べ
、
帰
還
事
業
の
仲
介
者
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
意
志
を
公
式
に
表
明
し
た
。

　
～
九
五
七
年
四
月
～
六
日
の
電
報
で
I
C
R
C
委
員
長
レ
オ
ポ
ル
ド
・
ボ
ワ
シ
エ
（
U
Φ
。
唱
。
乙
b
d
O
奮
翼
）
は
、
「
誰
が
日
本
に
留
ま
る
こ
と

を
希
望
し
、
誰
が
離
日
し
た
い
か
、
又
後
者
に
つ
い
て
は
朝
鮮
の
何
処
へ
行
き
た
い
か
を
知
る
た
め
に
在
日
朝
鮮
人
全
体
の
全
般
的
調
査
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

う
こ
と
が
必
要
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
提
案
は
、
I
C
R
C
が
あ
く
ま
で
抑
留
者
の
解
放
や
居
住
地
選
択
の
自
由
と
い
う
赤
十
字
精

神
に
則
し
て
帰
還
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
東
ア
ジ
ア
冷
戦
構
造
に
あ
っ
て
、
日
本
・
北
朝
鮮
・
韓

国
の
ど
の
当
事
国
も
在
日
朝
鮮
人
に
居
住
地
を
自
由
に
選
択
す
る
機
会
を
与
え
る
意
志
を
持
た
な
か
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
日
本
側
が
求

め
た
「
自
由
意
志
の
確
認
」
は
あ
く
ま
で
形
式
的
な
も
の
で
あ
り
、
I
C
R
C
の
持
つ
人
道
主
義
の
看
板
を
利
用
す
る
た
め
の
も
の
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。

　
①
　
坪
井
豊
吉
『
在
日
同
胞
の
動
き
一
戦
前
・
戦
後
－
荘
日
韓
国
人
（
朝
鮮
）
　
　
　
　
　
関
係
資
料
集
』
（
自
由
生
活
社
、
一
九
七
五
年
）
、
四
九
四
頁
。

84 （or48）



一一 繻ﾜ〇年代の在日朝鮮人政策と北朝鮮帰還事業（黒河）

②
外
務
省
ア
ジ
ア
局
ア
ジ
ア
五
課
門
大
村
収
容
所
に
収
容
中
の
韓
国
人
の
釈
放
に

　
関
し
在
日
北
鮮
系
団
体
か
ら
の
申
入
れ
の
岩
内
（
一
九
五
四
年
七
月
三
【
日
）
。

③
前
掲
書
、
法
務
省
入
国
管
理
局
（
編
）
『
在
日
朝
鮮
人
の
北
鮮
帰
国
渡
航
問
題

　
（
入
管
執
務
調
査
資
料
第
十
八
号
）
』
、
七
頁
。

④
掛
日
昆
戦
の
帰
還
問
題
に
関
す
る
要
求
が
限
定
的
で
あ
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ
に
、

　
日
本
共
産
党
か
ら
の
牽
制
が
考
え
ら
れ
る
。
共
産
党
は
一
九
五
三
年
八
月
二
三
日

　
の
「
朝
鮮
人
の
闘
争
に
つ
い
て
」
の
中
で
、
「
帰
国
す
る
こ
と
が
大
衆
の
要
求
な

　
ら
ば
否
定
し
な
い
」
が
、
門
日
朝
強
国
の
交
通
の
三
曲
を
闘
い
と
る
政
治
閥
争
」

　
や
「
在
日
朝
鮮
入
の
権
利
擁
護
闘
争
」
、
「
強
制
収
容
所
の
解
放
闘
争
」
と
結
び
つ

　
け
て
展
開
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
る
。
坪
井
豊
吉
欄
在
日
朝
鮮
入
運
動
の
概

　
況
臨
、
三
五
八
一
三
五
九
頁
。

⑤
磁
週
ス
τ
曽
刈
7
1
を
司
嘲
♀
「
遜
本
赤
十
字
潮
洞
魁
ロ
τ
刈
鰯
醸
録
朝
（
日
本

　
赤
十
字
の
書
簡
問
題
に
つ
い
て
）
」
（
一
九
五
四
年
一
月
一
五
日
）
、
朴
慶
植
『
在

　
日
朝
鮮
人
関
係
資
料
集
成
』
第
四
巻
所
収
。

⑥
朴
慶
植
、
前
掲
書
、
二
八
ニ
ー
二
八
醐
頁
。

⑦
朴
在
｝
『
在
日
朝
鮮
人
に
関
す
る
総
合
調
査
研
究
葱
（
新
紀
元
社
、
｝
九
五
七

　
な
†
）
、
　
一
編
ハ
㎝
二
百
ハ
。

⑧
8
巴
㊦
α
q
蜀
罎
ぎ
白
に
じ
ご
《
§
α
Q
賭
m
影
8
留
護
震
仁
凝
辞
巨
α
q
～
（
鎗
O
Φ
－

　
8
旨
ぴ
①
H
お
♂
）
録
○
幻
O
＞
【
o
窪
＜
Φ
。
。
o
d
諺
0
8
卜
。
．
H
8
－
0
8
■

⑨
隅
毎
日
新
聞
㎏
一
九
五
四
年
工
万
＝
日
。

⑩
一
九
五
五
年
六
月
二
二
日
参
議
院
本
会
議
。

⑪
　
坪
井
豊
吉
『
在
日
同
胞
の
動
き
一
戦
前
・
戦
後
～
在
日
韓
国
入
（
朝
鮮
）
関
係

　
資
料
集
臨
、
六
一
九
習
貝
。

⑫
↓
①
ぽ
α
q
鑓
ヨ
｛
δ
ヨ
ω
ご
髭
謡
↓
巴
p
誓
α
q
茸
。
い
8
℃
。
a
ゆ
駐
巴
⑦
二
5
U
①
・

　
o
①
ヨ
び
㊦
『
一
り
績
γ
H
O
幻
O
≧
窪
一
く
Φ
。
。
し
σ
〉
○
器
b
。
．
一
〇
甲
0
8
「

⑬
こ
の
要
請
書
で
は
、
大
村
被
収
容
者
の
即
時
釈
放
や
北
朝
鮮
政
府
か
ら
の
教
育

　
費
の
受
け
入
れ
等
も
要
諸
さ
れ
て
い
る
。
隅
解
放
新
聞
暁
（
｝
九
五
五
年
一
二
月
一

　
七
目
）
。

⑭
該
。
H
蕊
－
ω
話
信
5
§
鼻
も
。
’
。
。
癖
ゐ
メ

⑮
↓
Φ
8
σ
q
H
婁
｛
δ
日
ω
謀
罠
N
信
8
践
p
雪
α
Q
鼠
。
い
Φ
。
陽
藁
Q
d
駐
臨
Φ
二
δ
∪
9

　
8
目
げ
Φ
『
一
り
ま
V
」
○
カ
O
＞
器
是
く
⑦
。
・
ゆ
》
O
器
P
一
8
－
0
8
．

⑯
「
十
月
国
会
議
員
団
が
北
朝
鮮
を
訪
問
し
た
頃
か
ら
に
わ
か
に
［
帰
還
］
問
題

　
が
活
発
に
な
り
」
、
『
朝
日
新
聞
繍
　
【
九
五
六
年
二
月
一
六
日
。

⑰
6
⑦
δ
σ
Q
丁
丁
｛
δ
ヨ
ぎ
。
器
ζ
霧
蕉
p
δ
8
冨
。
℃
。
匡
ゆ
。
望
延
（
一
り
冒
目
§
蔓

　
一
⑩
ま
ソ
H
O
幻
O
》
門
。
着
く
Φ
ω
ω
》
O
卜
⊃
ω
P
一
〇
守
O
O
昏
⊃
．

⑱
井
上
益
太
郎
コ
部
在
日
朝
鮮
人
の
帰
国
問
題
（
そ
の
一
と
『
親
和
臨
第
五
穴

　
号
（
㎜
九
五
八
年
六
月
）
、
「
一
部
在
日
朝
鮮
人
の
帰
國
問
題
（
そ
の
二
と
『
親

　
和
㎏
第
五
七
号
（
一
九
五
八
年
七
月
）
。

⑲
朴
正
鎮
「
在
日
朝
鮮
人
の
「
帰
国
問
題
」
の
国
際
的
文
脈
」
噸
現
代
韓
国
朝
鮮
概

　
究
』
、
　
二
八
頁
。

⑳
一
九
五
八
年
工
葺
一
六
日
の
魍
東
京
新
聞
徳
の
記
事
で
は
「
真
っ
向
か
ら
帰

　
国
問
題
の
政
治
的
な
意
図
を
主
張
す
る
急
先
ぽ
う
は
公
安
調
査
庁
」
と
報
じ
て
い

　
る
。
ま
た
、
公
安
調
査
庁
『
内
外
情
勢
の
回
顧
と
展
望
』
で
も
帰
国
運
動
の
政
治

　
目
的
を
注
視
し
て
い
る
。

⑳
　
　
臼
【
本
赤
十
字
社
、
晶
剛
掲
田
口
、
第
⊥
ハ
巻
、
　
｝
エ
ハ
望
一
i
二
山
ハ
七
頁
。

⑫
　
厚
生
省
援
護
局
（
編
）
『
引
き
上
げ
と
援
護
三
十
年
の
歩
み
腕
（
一
九
七
八
年
）
、

　
付
属
資
料
、
四
九
頁
。

⑬
　
モ
ー
リ
ス
・
ス
ズ
キ
は
こ
の
平
壌
会
談
の
具
体
的
内
容
が
メ
デ
ィ
ア
の
報
進
の

　
な
か
で
も
｝
切
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
が
（
ζ
o
鼠
甲
ω
農
鼻
抄

　
愚
・
ら
ド
慧
’
O
？
Φ
刈
）
、
在
B
朝
鮮
人
問
題
で
交
渉
が
行
き
詰
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、

　
会
談
の
主
要
な
論
点
は
報
道
さ
れ
て
い
る
。
（
『
毎
日
新
聞
臨
二
月
七
日
一
二
五

　
日
。
）
ま
た
一
九
五
六
年
二
月
一
六
B
の
『
毎
日
新
聞
㎞
の
記
事
で
は
、
日
赤
が

　
「
去
年
暮
以
来
国
際
委
に
そ
の
あ
っ
せ
ん
方
法
を
依
頼
し
て
い
た
。
」
と
、
島
津

　
電
報
に
つ
い
て
も
報
じ
て
い
る
。
『
毎
B
新
開
』
、
一
九
五
六
年
二
月
一
六
日
。
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⑳
　
四
月
＝
日
の
日
赤
社
長
島
津
か
ら
の
返
電
。
臼
本
赤
十
字
社
、
前
掲
書
、
第

　
七
巻
、
一
八
○
頁
。

⑮
　
日
本
赤
十
字
社
、
前
掲
轡
、
第
六
巻
、
一
七
八
一
一
七
九
頁
。

⑯
日
①
一
Φ
α
q
H
馨
｛
8
旨
回
唇
器
ζ
器
雌
酔
霞
。
8
冨
。
o
。
匡
じ
σ
畠
。
。
陣
曾
（
δ
一
§
①

　
一
⑩
9
y
同
○
閃
O
≧
o
霞
く
㊦
ω
甲
ω
》
O
卜
⊃
も
。
卜
⊃
」
8
・
O
O
b
。
．

⑳
　
当
時
日
赤
の
社
会
部
長
で
あ
り
、
　
九
五
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
会
談
に
日
赤
代

　
表
と
し
て
出
席
し
た
高
木
武
三
郎
が
、
帰
還
問
題
を
つ
づ
っ
た
回
顧
録
の
な
か
で

　
述
懐
し
て
い
る
。
高
木
武
三
郎
『
最
後
の
帰
国
船
魅
（
鴻
鳴
社
、
一
九
五
八
年
）
、

　
二
三
四
－
二
三
五
頁
。

⑳
　
一
九
五
六
年
～
二
月
六
日
、
門
司
発
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
船
で
二
〇
人
が
、
五
七
年

　
三
月
一
一
＝
日
に
博
多
発
の
B
本
漁
船
で
二
八
入
が
北
朝
鮮
へ
渡
り
、
北
朝
鮮
へ
の

　
集
団
帰
還
が
初
め
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

⑳
　
日
本
赤
十
字
社
、
前
掲
書
、
第
七
巻
、
　
七
八
1
～
八
三
頁
。

⑳
こ
の
書
簡
は
ジ
ュ
ネ
…
ブ
で
行
わ
れ
た
井
上
・
ボ
ワ
シ
エ
会
談
の
要
旨
と
さ
れ

　
て
い
る
。
日
本
赤
十
字
社
、
前
掲
書
、
第
七
巻
、
一
八
六
一
一
八
七
頁
。
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第
三
章
　
帰
国
運
動
の
大
規
模
化
と
日
本
政
府
の
閣
議
了
解

第
一
節
　
岸
政
権
の
成
立
と
相
互
釈
放
閾
題

　
一
九
五
七
年
二
月
二
五
日
、
岸
信
介
が
首
相
に
就
任
し
た
。
岸
政
権
が
外
交
上
の
中
心
課
題
に
据
え
た
の
は
日
米
安
全
保
障
条
約
の
改
定
で

あ
っ
た
。
政
治
課
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
共
産
圏
外
交
を
掲
げ
て
い
た
鳩
山
と
は
異
な
り
、
「
自
由
主
義
国
の
立
場
を
堅
持
し
て
い
く
…
…
い
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ゆ
る
共
産
主
義
の
立
場
や
容
共
的
な
態
度
は
と
ら
な
い
」
と
明
言
す
る
岸
の
姿
勢
は
、
東
ア
ジ
ア
外
交
に
も
反
映
さ
れ
る
。
岸
は
就
任
直
後
の

五
七
年
三
月
四
日
、
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
「
ま
ず
南
鮮
で
あ
る
韓
国
と
の
間
の
国
交
を
回
復
し
、
こ
れ
と
の
問
の
懸
案
の
問
題
を
解

決
す
る
こ
と
が
、
日
本
に
と
っ
て
一
番
緊
急
で
あ
る
と
い
う
考
え
の
上
に
立
っ
て
韓
国
と
の
間
の
交
渉
を
進
め
て
い
き
た
い
、
私
は
こ
う
思
っ

て
お
り
ま
し
て
、
北
鮮
と
の
間
に
は
今
直
ち
に
い
ろ
い
ろ
な
交
渉
を
開
始
す
る
意
図
は
持
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
」
と
述
べ
、
四
年
半
以
上
中
断

さ
れ
て
い
た
日
韓
会
談
の
再
開
に
意
欲
を
示
し
て
い
た
。
さ
ら
に
外
務
委
員
会
委
員
長
船
田
中
を
は
じ
め
、
韓
国
と
の
関
係
を
重
視
し
帰
還
事

業
に
反
対
す
る
議
員
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
日
赤
は
、
五
七
年
八
月
一
六
日
に
日
本
政
府
の
総
理
・
外
務
・
法
務
・

厚
生
各
大
臣
宛
に
書
簡
＝
部
在
日
朝
鮮
人
の
帰
国
問
題
」
を
送
付
し
、
I
C
R
C
の
提
案
を
速
や
か
に
実
行
す
る
よ
う
に
促
し
た
。
書
簡
の
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中
で
日
赤
側
は
、
在
日
朝
鮮
人
の
帰
国
が
五
四
年
の
電
報
か
ら
三
年
半
が
経
過
し
て
も
な
お
実
現
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
日
韓
会
談
即
ち
彼
ら
に

は
全
く
責
任
も
関
わ
り
も
な
い
、
政
治
問
題
の
た
め
に
遅
れ
て
」
い
る
と
非
難
し
て
い
る
。
前
述
し
た
五
六
年
三
月
の
国
会
の
時
点
で
、
井
上

日
赤
外
事
部
長
は
「
今
年
中
に
こ
れ
［
在
日
朝
鮮
人
の
帰
還
］
を
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
必
要
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
」
と
述
べ
て

お
り
、
日
本
政
府
の
対
応
の
遅
れ
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
五
七
年
九
月
二
〇
日
、
外
相
を
兼
任
し
て
い
た
岸
は
日
赤
の
書
簡

に
返
答
し
、
外
務
省
の
公
式
見
解
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
当
省
と
し
て
は
、
国
際
赤
十
字
委
員
会
が
、
自
己
の
責
任
に
お
い
て

在
日
朝
鮮
人
の
北
朝
鮮
帰
国
を
実
施
す
る
な
ら
ば
別
と
し
て
、
若
し
継
り
に
、
日
本
国
政
府
が
予
算
措
置
を
講
じ
、
且
つ
便
宜
を
供
与
し
て
、

集
団
的
に
在
日
朝
鮮
人
の
北
朝
鮮
へ
の
帰
国
を
実
施
す
る
と
仮
定
し
た
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
本
件
に
協
力
す
る
と
ま
で
行
か
な
い
と
し
て
も
、

す
く
な
く
と
も
黙
認
す
る
と
い
う
程
度
の
韓
国
政
府
の
意
向
を
確
認
し
て
置
く
こ
と
が
、
本
件
の
円
滑
な
処
理
上
か
ら
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え

る
」
。
そ
の
理
由
と
し
て
「
第
一
に
、
帰
国
船
自
体
の
航
行
上
の
安
全
を
い
か
に
保
障
す
る
か
の
問
題
が
生
ず
る
し
、
ま
た
韓
国
政
府
が
対
日

報
復
措
置
を
と
っ
て
、
…
…
人
道
問
題
と
し
て
は
北
朝
鮮
帰
国
問
題
に
劣
ら
な
い
位
重
大
な
、
抑
留
漁
夫
釈
放
問
題
の
解
決
を
、
現
在
以
上
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

困
難
な
ら
し
め
る
に
至
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
岸
は
帰
還
事
業
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
日
本

政
府
が
極
力
関
与
し
な
い
方
法
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
た
事
が
分
か
る
。
韓
国
と
の
関
係
を
重
視
す
る
岸
政
権
に
と
っ
て
、
帰
還
事
業
実
施

の
条
件
は
ま
だ
整
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　
岸
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
日
本
政
府
は
韓
国
と
の
問
に
抑
留
漁
夫
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
こ
れ
は
、
～
九
五
二
年
一
月
に
設
定
さ

れ
た
李
承
晩
ラ
イ
ン
に
関
連
し
て
漁
船
が
掌
捕
さ
れ
、
釜
山
収
容
所
に
抑
留
さ
れ
て
い
る
日
本
人
漁
夫
に
関
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。
五
五
年
か

ら
、
韓
国
側
が
日
本
人
漁
夫
を
解
放
す
る
代
わ
り
に
、
日
本
側
が
大
村
収
容
所
に
再
収
容
し
て
い
た
刑
罰
法
令
違
反
者
を
解
放
す
る
と
い
う
相

互
釈
放
案
が
提
起
さ
れ
て
い
た
が
、
五
七
年
一
二
月
三
一
日
に
正
式
に
合
意
に
達
す
る
。
日
本
側
は
五
八
年
一
月
と
二
月
に
刑
罰
法
令
違
反
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
す
べ
て
仮
釈
放
し
、
韓
国
側
も
抑
留
日
本
人
漁
夫
九
二
二
人
を
日
本
に
送
還
し
、
「
不
法
入
国
者
」
一
〇
〇
三
人
を
引
取
っ
た
。

　
相
互
釈
放
を
経
た
一
九
五
八
年
四
月
一
五
日
、
第
四
次
日
韓
会
談
が
開
始
さ
れ
る
。
し
か
し
、
北
朝
鮮
帰
還
問
題
が
日
韓
会
談
に
影
を
落
と

87　（551）



し
て
い
た
。
同
年
六
月
二
六
日
か
ら
北
朝
鮮
帰
還
を
要
求
す
る
大
村
収
容
者
九
四
人
が
即
時
釈
放
と
北
朝
鮮
へ
の
送
還
を
求
め
て
ハ
ン
ガ
ー
・

ス
ト
ラ
イ
キ
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
事
件
が
深
刻
な
人
道
問
題
と
し
て
北
朝
鮮
帰
還
事
業
の
実
施
に
正
当
性
を

与
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
七
月
三
日
、
衆
議
院
外
務
委
員
会
に
参
考
人
と
し
て
出
席
し
た
井
上
日
赤
外
事
部
長
は
、
大
村
収
容
所
の
ハ
ン

ス
ト
に
関
し
て
そ
の
緊
急
性
を
訴
え
、
帰
還
事
業
の
実
施
を
強
く
迫
っ
た
。
そ
し
て
、
五
四
年
一
月
六
日
の
電
報
に
触
れ
、
「
日
本
赤
十
字
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

そ
の
公
約
か
ら
申
し
ま
し
て
も
、
ま
た
国
際
決
議
か
ら
申
し
ま
し
て
も
、
こ
れ
は
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」
と
述
べ
た
。
社
会
党
を
は
じ
め

と
す
る
野
党
議
員
ら
も
こ
の
事
件
を
と
り
あ
げ
、
帰
還
事
業
の
実
施
を
決
断
す
る
よ
う
岸
政
権
へ
の
攻
勢
を
強
め
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
な
状
況

下
、
何
ら
か
の
対
処
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
岸
政
権
は
七
月
一
〇
日
に
、
北
朝
鮮
へ
帰
還
す
る
こ
と
を
見
越
し
て
二
六
人
を
仮
釈
放
し
た
。
こ
れ

に
対
し
、
韓
国
政
府
は
即
座
に
抗
議
し
、
彼
ら
を
北
朝
鮮
へ
は
送
ら
な
い
よ
う
申
し
入
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
点
か
ら
日
韓
会
談
は
再
び
暗

礁
に
乗
り
上
げ
る
。
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第
二
節
　
帰
国
運
動
の
大
規
模
化
と
希
望
者
の
拡
大

　
注
目
さ
れ
る
の
は
、
日
韓
交
渉
が
決
裂
し
た
一
九
五
八
年
八
月
前
後
か
ら
、
帰
国
運
動
の
大
規
模
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
帰
還

事
業
実
現
の
き
っ
か
け
は
、
五
八
年
八
月
＝
日
に
川
崎
在
住
の
在
日
朝
鮮
人
ら
が
北
朝
鮮
首
相
金
日
成
に
「
祖
国
建
設
に
参
加
し
た
い
」
と

い
う
趣
旨
の
手
紙
を
送
り
、
そ
れ
に
北
朝
鮮
政
府
が
応
え
た
事
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
朝
鮮
総
連
で
七
七
年
ま
で
帰
還
事
業
に
携
わ
っ
た
張

明
秀
（
チ
ャ
ン
・
ミ
ョ
ン
ス
）
が
こ
の
件
に
つ
い
て
、
「
そ
の
日
の
集
会
は
、
帰
国
の
提
起
者
も
事
前
に
総
連
中
央
で
準
備
さ
れ
、
決
議
文
も
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

連
中
央
で
作
っ
た
も
の
で
、
今
で
よ
く
良
う
と
こ
ろ
の
『
や
ら
せ
』
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
」
と
証
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
規
模
な
帰
国
運
動

の
背
景
に
は
明
ら
か
に
北
朝
鮮
政
府
の
政
策
決
定
が
あ
っ
た
。
こ
の
政
策
決
定
の
背
景
に
関
す
る
近
年
の
研
究
の
主
要
な
論
点
と
し
て
は
、
政

治
的
要
因
と
し
て
社
会
主
義
体
制
の
優
位
性
の
誇
示
と
日
韓
会
談
の
妨
害
、
経
済
的
要
因
と
し
て
労
働
力
の
補
充
と
い
う
目
的
が
指
摘
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
ら
の
比
重
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
資
料
の
制
約
も
あ
り
実
証
は
困
難
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
点
は
計
画
の
規
模
と
示
さ
れ
た
時



一九五〇年代の在日朝鮮人政策と北朝鮮帰還事業（黒河）

期
で
あ
ろ
う
。
北
朝
鮮
政
府
が
示
し
た
計
画
の
大
規
模
性
を
考
慮
す
る
と
体
制
の
宣
伝
と
い
う
要
素
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
可
能
性
が

高
い
。
ま
た
、
五
八
年
八
月
と
い
う
時
期
を
考
慮
す
る
と
、
北
朝
鮮
政
府
が
大
規
模
な
帰
還
政
策
を
決
定
し
た
背
景
に
は
日
韓
会
談
へ
の
牽
制

と
い
う
要
素
が
あ
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

　
一
九
五
八
年
九
月
八
日
の
共
和
国
創
建
一
〇
周
年
記
念
慶
祝
大
会
に
お
い
て
金
日
成
は
、
「
［
在
日
朝
鮮
人
の
帰
国
を
］
熱
烈
に
歓
迎
し
、
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

て
の
条
件
を
保
障
す
る
」
と
声
明
を
発
表
し
て
い
る
。
九
月
一
六
日
に
は
南
日
外
相
、
一
〇
月
三
〇
日
に
は
金
一
（
キ
ム
・
イ
ル
）
副
首
相
の

談
話
が
相
次
い
で
出
さ
れ
、
帰
還
に
必
要
な
措
置
を
日
本
政
府
に
求
め
る
と
同
時
に
、
帰
還
者
の
輸
送
や
旅
費
を
北
朝
鮮
側
が
負
担
す
る
形
で

準
備
を
整
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。

　
こ
の
北
朝
鮮
政
府
の
方
針
転
換
を
日
本
に
お
い
て
遂
行
し
た
の
は
、
朝
鮮
総
連
で
あ
っ
た
。
張
明
秀
は
、
「
総
連
中
央
が
帰
国
運
動
を
唐
突

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
打
ち
出
し
た
の
は
、
共
和
国
か
ら
密
か
な
か
た
ち
で
な
さ
れ
た
指
示
に
よ
る
も
の
と
理
解
し
た
ほ
う
が
合
理
的
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

一
九
五
八
年
八
月
一
一
百
、
朝
鮮
総
連
は
「
八
・
一
五
解
放
一
三
周
年
記
念
中
央
大
会
」
に
お
い
て
日
本
政
府
に
対
し
北
朝
鮮
へ
の
帰
国
の
保

障
を
求
め
る
決
議
を
採
択
し
て
い
る
。
機
関
紙
『
朝
鮮
総
連
憾
を
見
る
と
、
金
日
成
演
説
以
前
は
、
帰
還
問
題
、
大
村
収
容
所
問
題
、
往
来
の

自
由
と
い
う
三
つ
の
問
題
を
並
列
的
に
扱
っ
て
お
り
、
全
体
の
割
合
か
ら
見
て
も
こ
れ
ら
の
問
題
は
日
韓
会
談
批
判
な
ど
他
の
問
題
と
同
等
に

扱
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
九
月
二
一
日
（
三
四
・
三
五
号
）
に
九
月
八
日
の
金
日
成
首
相
の
談
話
と
九
月
一
六
日
の
南
日
外
相
発
言
を
大
々

的
に
報
道
し
た
後
、
帰
還
問
題
解
決
の
た
め
の
具
体
的
処
置
を
と
る
よ
う
日
本
政
府
に
要
求
す
る
記
事
が
大
半
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
一
〇

月
一
日
（
三
六
号
）
に
は
「
祖
国
の
温
か
い
配
慮
に
感
謝
、
日
本
政
府
は
帰
国
へ
の
当
然
な
措
置
講
ぜ
よ
」
と
題
し
た
朝
鮮
総
連
の
声
明
が
掲

載
さ
れ
、
一
〇
月
二
　
日
（
三
八
号
）
に
は
「
日
増
し
に
高
ま
る
帰
国
希
望
、
日
本
政
府
の
早
急
な
措
置
を
要
請
し
て
全
民
族
的
運
動
を
展

開
」
の
見
出
し
で
、
第
一
五
回
拡
大
中
央
委
員
会
の
決
議
を
紹
介
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
＝
月
一
日
（
三
九
号
）
で
は
「
旅
費
と
配
船
の
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

意
あ
り
」
と
金
一
副
首
相
の
談
話
を
掲
載
し
な
が
ら
、
「
残
る
は
日
本
政
府
の
態
度
如
何
に
」
と
強
調
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
北
朝
鮮
政
府
の
歓
迎
に
応
え
る
よ
う
に
し
て
朝
鮮
総
連
の
帰
国
運
動
は
急
激
に
拡
大
し
て
ゆ
き
、
日
本
政
府
に
対
す
る
要
請

89　（553）



が
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
帰
国
運
動
は
ま
さ
に
「
全
民
族
的
」
規
模
で
展
開
さ
れ
、
朝
鮮
総
連
は
さ
ら
な
る
希
望
者
拡
大
を
図
っ
て
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

く
。
朝
鮮
総
連
は
内
部
文
書
に
お
い
て
、
「
帰
国
者
の
拡
大
」
と
い
う
項
目
を
設
け
次
の
よ
う
に
指
導
し
て
い
る
。
「
比
較
的
少
な
い
数
で
組
織

さ
れ
た
集
団
や
、
三
十
世
帯
で
組
織
さ
れ
た
集
団
を
総
じ
て
帰
園
希
望
者
を
拡
大
し
て
行
く
運
動
を
自
己
の
任
務
と
し
て
遂
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
。
そ
も
そ
も
、
北
朝
鮮
政
府
に
と
っ
て
朝
鮮
総
連
の
結
成
は
、
在
外
公
民
と
し
て
の
在
日
朝
鮮
人
へ
の
影
響
力
を
拡
大
す
る
こ
と
で
、

対
日
交
流
拡
大
戦
略
へ
最
大
限
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
朝
鮮
総
連
の
側
も
北
朝
鮮
政
府
の
後
ろ
盾
を
得
て
、
そ
の
法

的
地
位
の
向
上
や
生
活
権
な
ど
を
要
求
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
帰
国
運
動
は
両
者
に
と
っ
て
、
「
帰
国
」
そ
の
も
の
の
目
的
に
加
え
て
、
対
日

政
策
の
達
成
と
日
本
で
安
定
し
た
地
位
を
獲
得
す
る
と
い
う
目
的
の
手
段
と
し
て
の
役
割
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九

五
八
年
八
月
以
降
の
大
規
模
運
動
は
事
実
上
こ
れ
ら
の
目
的
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
朴
正
立
は
、
大
規
模
運
動
へ
の
転
換
を
「
従
来
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

対
日
人
民
外
交
を
、
そ
の
積
み
上
げ
方
式
を
捨
て
、
帰
国
事
業
と
い
う
形
で
過
剰
に
政
治
的
に
推
進
し
た
」
と
解
す
る
が
、
北
朝
鮮
政
府
の

「
入
民
外
交
」
は
こ
の
時
点
か
ら
消
極
的
方
向
に
修
正
さ
れ
て
い
っ
た
と
見
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
北
朝
鮮
政
府
は
こ
れ
以
後
、
公
式
的
な

ル
ー
ト
で
は
な
く
、
帰
還
船
を
連
絡
手
段
と
す
る
非
公
式
の
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
日
本
と
の
パ
イ
プ
を
確
保
す
る
方
針
を
見
せ
は
じ
め
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
朝
鮮
総
連
も
、
法
的
地
位
の
改
善
や
生
活
権
獲
得
、
自
由
往
来
の
確
保
も
後
回
し
に
し
て
、
「
帰
国
」
と
い
う
目
的
に
遙
話
し

て
ゆ
く
。
こ
の
背
景
に
つ
い
て
、
公
安
調
査
庁
は
以
下
の
よ
う
に
分
析
す
る
。
「
朝
鮮
総
連
は
こ
の
運
動
の
推
進
に
よ
っ
て
内
部
的
に
組
織
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

強
化
を
は
か
り
、
そ
の
統
制
力
の
浸
透
は
全
組
織
に
徹
底
し
」
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
朝
鮮
総
連
の
運
動
に
と
も
な
っ
て
、
帰
還
希

望
者
の
規
模
は
著
し
く
上
昇
す
る
。
帰
還
希
望
者
の
数
は
五
八
年
八
月
の
時
点
で
は
約
三
、
○
○
○
入
に
、
さ
ら
に
そ
の
二
ヵ
月
後
の
一
〇
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

四
日
に
は
一
万
人
を
超
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
五
九
年
二
月
九
日
に
朝
鮮
総
連
帰
国
対
策
委
員
長
が
鈴
木
官
房
副
長
宮
と
面
会
し
た
際
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

帰
還
希
望
者
＝
万
七
、
○
○
○
人
と
説
明
し
て
い
る
。

　
希
望
者
が
急
速
に
増
加
し
た
背
景
に
つ
い
て
は
、
北
朝
鮮
政
府
と
朝
鮮
総
連
の
働
き
か
け
と
並
ん
で
、
生
活
保
護
費
の
打
ち
切
り
問
題
も
重

　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

要
な
論
点
で
あ
る
。
一
九
五
五
年
一
二
月
の
時
点
で
在
日
朝
鮮
人
の
被
保
護
率
は
二
四
・
〇
六
％
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
日
本
の
全
人
口
に
お
け
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る
受
給
者
の
割
合
が
二
二
五
％
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
非
常
に
高
い
数
値
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
五
六
年
二
月
お
よ
び
同
年
九
月
に
実
施
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

た
保
護
打
ち
切
り
に
よ
っ
て
、
生
活
状
況
は
更
に
悪
化
し
た
。
こ
の
状
況
に
つ
い
て
五
七
年
六
月
当
時
、
朴
在
一
は
「
在
日
朝
鮮
人
生
活
の
将

来
は
、
窮
乏
化
の
み
な
ら
ず
窮
乏
化
の
極
と
し
て
の
生
活
不
能
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
生
活
状
況
の
悪
化
が
、
「
帰
国
」

希
望
の
強
い
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
し
か
し
在
日
朝
鮮
人
の
生
活
状
況
は
、
五
二
年
の
時
点
で
職
業
年
齢
人
口
の
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

割
近
く
が
失
業
者
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
従
前
か
ら
深
刻
な
状
態
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
朴
在
一
が
前
述
の
よ
う
な
厳
し
い
観
測
を
し
な

が
ら
も
、
「
南
朝
鮮
に
家
郷
を
持
つ
在
日
朝
鮮
人
に
と
っ
て
、
北
朝
鮮
へ
の
引
揚
が
愈
々
も
っ
て
移
民
的
性
格
」
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
「
日
本

国
内
で
赤
旗
や
人
民
共
和
国
旗
を
振
る
こ
と
と
北
朝
鮮
へ
行
く
こ
と
に
は
、
生
活
の
論
理
と
し
て
一
つ
の
飛
躍
が
必
要
ら
し
く
見
え
る
」
と
し
、

「
在
日
朝
鮮
人
の
北
朝
鮮
へ
の
移
民
的
引
揚
が
一
般
的
に
行
わ
れ
る
為
に
は
現
実
的
な
往
来
に
よ
っ
て
こ
の
事
［
北
朝
鮮
で
の
生
活
の
実
態
］
が

何
回
も
確
か
め
ら
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
実
現
さ
れ
難
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
五
八
年
七
月
以
前
は
、
生
活
の
困
窮
と
帰
還
の
選
択
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

間
に
は
明
ら
か
に
一
線
が
あ
っ
た
。
野
党
の
追
求
に
促
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
利
用
し
て
生
活
保
護
打
ち
切
り
を
断
行
し
た
日
本
政
府
の
措

置
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
前
提
条
件
に
、
朝
鮮
総
連
の
一
連
の
運
動
が
重
な
り
そ
の
一
線
を
超
え
さ
せ
る
原
動
力
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
三
節
　
日
本
政
府
の
閣
議
了
解
と
帰
還
事
業
の
実
施

　
朝
鮮
総
連
の
大
規
模
運
動
に
応
え
る
よ
う
に
し
て
、
人
道
問
題
と
し
て
の
北
朝
鮮
帰
還
問
題
に
対
す
る
関
心
は
急
速
に
高
ま
っ
た
。
一
九
五

入
力
二
月
～
七
日
に
は
、
在
日
朝
鮮
人
帰
国
協
力
会
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。
同
会
に
は
代
表
委
員
と
し
て
日
朝
協
会
会
長
山
本
熊
一
、
元
外

相
有
田
八
郎
、
総
評
議
長
太
田
薫
ら
が
、
顧
問
と
し
て
元
首
相
鳩
山
～
郎
、
社
会
党
書
記
長
浅
沼
稲
次
郎
、
日
本
共
産
党
議
長
宮
本
顕
治
ら
が

名
を
連
ね
て
い
た
。
同
会
は
、
帰
還
問
題
は
「
本
質
的
に
政
治
問
題
で
は
な
く
、
純
粋
な
人
道
上
の
問
題
」
と
し
て
超
党
派
的
な
協
力
を
訴
え

て
い
る
。
ま
た
こ
の
頃
か
ら
日
本
各
地
の
地
方
議
会
が
帰
還
促
進
支
持
の
決
議
を
し
て
お
り
、
そ
の
数
は
五
九
年
八
月
ま
で
に
二
八
三
自
治
体

　
　
　
⑲

に
達
し
た
。
さ
ら
に
五
九
年
一
月
以
降
は
、
新
聞
各
紙
も
帰
国
運
動
関
連
の
記
事
を
多
数
掲
載
し
始
め
る
。
人
道
問
題
と
し
て
の
帰
還
事
業
へ
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の
賛
同
は
政
治
的
立
場
を
問
わ
ず
、
共
通
の
時
代
感
覚
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
環
境
下
で
岸
政
権
は
決
断
を
下
し
、
一
九
五
九
年
二
月
＝
ご
日
、
日
本
政
府
は
「
在
日
朝
鮮
人
中
北
鮮
帰
還
希
望
者
の
取
扱
い

に
関
す
る
閣
議
了
解
」
で
北
朝
鮮
帰
還
事
業
を
承
認
し
た
。
こ
の
閣
議
了
解
に
関
し
て
重
要
な
こ
と
は
次
の
二
点
、
す
な
わ
ち
、
情
勢
判
断
に

基
づ
く
時
期
の
決
定
と
、
帰
還
事
業
の
実
施
条
件
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
時
期
の
決
定
に
関
し
て
は
、
～
九
五
八
年
八
月
以
来
の
状
況
の
形
成
が
大
き
く
影
響
し
た
。
前
述
の
よ
う
な
日
韓
会
談
の
不

調
、
北
朝
鮮
政
府
の
配
船
意
思
表
明
、
帰
国
運
動
の
急
激
な
大
規
模
化
、
そ
し
て
な
に
よ
り
世
論
の
高
揚
で
あ
る
。
工
月
コ
一
日
の
外
務
省
文

書
「
閣
議
了
解
に
至
る
ま
で
の
内
部
事
情
」
で
は
、
こ
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
総
連
を
中
心
と
す
る
「
集
団
帰
圏
」
運
動
の
形

に
お
い
て
北
朝
鮮
帰
還
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
に
及
び
治
安
上
も
本
問
題
の
早
期
処
理
を
必
要
と
す
る
段
階
に
な
る
と
と
も
に
、
在

日
朝
鮮
人
は
犯
罪
率
が
高
く
…
…
ま
た
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
も
の
が
、
一
万
九
〇
〇
〇
世
帯
八
万
一
〇
〇
〇
名
に
及
ん
で
い
る
等
の
事
実

か
ら
（
こ
れ
に
要
す
る
経
費
年
額
｝
七
億
円
、
う
ち
国
庫
負
担
分
～
三
億
五
千
万
円
）
、
本
人
が
希
望
す
る
な
ら
ば
帰
還
さ
せ
た
い
と
い
う
声
が
中
央
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

地
方
で
も
一
般
世
論
と
な
り
与
党
内
で
も
圧
倒
的
と
な
っ
た
」
。
こ
の
状
況
は
岸
政
権
に
と
っ
て
も
好
都
合
で
あ
っ
た
。
五
八
年
～
二
月
二
六

日
の
『
ア
カ
ハ
タ
』
で
は
、
法
務
省
入
国
管
理
局
長
が
都
道
府
県
知
事
ら
に
宛
て
た
通
達
で
、
在
巳
朝
鮮
人
の
請
願
に
対
し
て
は
「
中
央
政
府

に
取
り
次
い
で
お
く
」
と
聞
き
置
く
程
度
に
す
る
よ
う
指
示
を
出
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
、
政
府
が
「
帰
国
運
動
を
妨
害
」
し
て
い
る
と
非
難

　
　
　
⑳

し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
完
全
に
、
人
道
問
題
で
あ
る
帰
還
事
業
を
実
施
し
な
い
岸
政
権
を
追
及
す
る
と
い
う
構
図
が
成
立
し
て
い
る
。
先
の
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

務
省
文
書
に
表
れ
る
よ
う
な
追
放
思
想
は
、
当
時
の
在
日
朝
鮮
人
政
策
を
概
観
す
れ
ば
想
像
に
難
く
な
か
っ
た
し
、
韓
国
民
団
や
韓
国
政
府
は

そ
う
し
た
日
本
政
府
の
「
追
放
意
図
」
を
批
判
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
批
判
は
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
説
得
力
を
持
ち
難
か
っ
た
。
高
騰

し
た
世
論
が
、
岸
政
権
の
閣
議
了
解
に
こ
の
上
な
い
環
境
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
重
要
な
要
素
と
し
て
、
日
韓
会
談
を
め
ぐ
る
情
勢
判
断
も
あ
っ
た
。
I
C
R
C
に
よ
る
説
得
も
功
を
奏
さ
ず
、
韓
国
政
府
は
依
然
と
し

て
帰
還
事
業
の
阻
止
を
画
策
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
政
府
が
閣
議
了
解
に
ふ
み
切
っ
た
の
に
は
以
下
の
よ
う
な
判
断
が
あ
っ
た
。
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一
九
五
九
年
一
月
三
〇
日
、
外
相
藤
山
愛
～
郎
は
記
者
会
見
で
「
帰
国
問
題
で
韓
国
に
譲
っ
て
も
、
日
韓
全
面
会
談
が
有
利
に
展
開
さ
れ
、
た

と
え
ば
韓
国
側
が
李
ラ
イ
ン
の
撤
廃
を
認
め
る
な
ど
の
好
転
は
あ
り
え
な
い
と
思
う
。
従
っ
て
日
韓
会
談
へ
の
影
響
へ
の
点
は
考
慮
し
な
い
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

と
に
政
府
と
し
て
ふ
み
切
っ
た
」
と
表
明
し
た
。
こ
の
よ
う
な
日
本
政
府
の
判
断
の
背
景
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
帰
還
事
業
黙
認
と
い
う
政
策
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

よ
っ
て
韓
国
が
孤
立
化
し
た
と
い
う
状
況
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
閣
議
了
解
の
断
行
に
際
し
て
は
韓
国
側
の
抗
議
を
予
測
し
て
、
事
前
に
対
策
が

　
　
　
　
　
⑮

練
ら
れ
て
い
た
。

　
さ
ら
に
、
国
内
政
治
の
状
況
が
与
え
た
影
響
も
無
視
で
き
な
い
。
岸
内
閣
は
安
保
改
定
を
最
重
要
課
題
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
政
策
に
対
す

る
反
対
運
動
は
政
権
の
存
続
を
危
う
く
し
て
い
た
。
こ
の
中
で
、
帰
還
事
業
は
安
保
反
対
運
動
に
対
す
る
ガ
ス
抜
き
と
し
て
作
用
し
た
と
す
る

　
　
　
　
⑱

見
解
も
あ
る
。
ま
た
、
外
務
省
文
書
に
見
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
判
断
も
あ
っ
た
。
「
北
鮮
側
及
び
国
内
左
派
政
党
、
諸
団
体
は
政
府
が
対
韓
考

慮
か
ら
た
や
す
く
帰
還
許
可
に
ふ
み
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
の
予
測
の
下
に
帰
還
運
動
を
展
開
し
、
も
し
政
府
が
許
可
し
な
け
れ
ば
非
人
道
の

名
目
で
ゆ
す
ぷ
ら
ん
と
す
る
政
治
的
意
図
を
蔵
し
て
い
た
と
観
察
さ
れ
た
し
、
…
…
帰
還
を
認
め
な
い
と
き
に
は
、
そ
れ
を
理
由
と
し
て
、
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

還
希
望
者
に
対
す
る
生
活
保
護
の
強
化
を
政
府
に
迫
る
考
え
で
あ
ろ
う
こ
と
も
予
想
さ
れ
た
」
。
こ
の
よ
う
に
、
帰
還
以
外
の
要
求
を
封
じ
込

め
る
た
め
に
も
、
こ
の
機
会
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
岸
内
閣
は
こ
れ
ら
の
大
局
的
な
情
勢
判
断
に
基
づ
い
て
、
帰
還
事
業
の
実

施
を
閣
議
了
解
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
閣
議
了
解
に
関
し
て
第
二
に
重
要
な
点
は
、
帰
還
事
業
の
実
施
条
件
で
あ
る
。
閣
議
了
解
は
、
日
本
側
は
配
船
を
行
わ
な
い
こ
と
、
居
住
地

選
択
の
自
由
と
い
う
国
際
通
念
に
基
づ
く
こ
と
、
帰
還
希
望
意
思
の
確
認
と
I
C
R
C
の
仲
介
、
を
条
件
と
し
て
い
た
。
一
九
五
八
年
九
月
一

六
日
の
南
日
声
明
の
中
で
北
朝
鮮
側
に
よ
る
配
船
、
旅
費
の
負
担
が
表
明
さ
れ
た
こ
と
は
、
岸
内
閣
が
帰
還
事
業
の
実
施
を
決
定
す
る
上
で
重

要
で
あ
っ
た
。
と
く
に
配
船
に
つ
い
て
は
、
日
本
側
が
直
接
航
行
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
な
く
、
韓
国
へ
の
配
慮
の
必
要
性
を
軽
減
で
き

る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
有
利
な
条
件
と
い
え
た
。
さ
ら
に
、
帰
還
事
業
の
人
道
性
を
宣
伝
す
る
た
め
に
引
用
さ
れ
た
の
が
、
世
界
人
権
宣
雷

第
一
三
条
に
基
づ
く
居
住
地
を
選
択
す
る
権
利
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
政
府
の
基
本
方
針
は
、
帰
還
事
業
の
人
道
主
義
的
性
格
を
強
調
し
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な
が
ら
、
自
ら
の
役
割
を
局
限
し
、
帰
還
事
業
の
前
面
に
出
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
問
題
は
、
I
C
R
C
の
介
入
方
法
が
決
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
帰
還
事
業
実
施
に
向
け
た
実
務
協
議
に
際
し
て
、
I
C
R
C
の

介
入
方
法
を
め
ぐ
る
日
朝
間
の
対
立
が
鮮
明
に
な
る
。
閣
議
了
解
前
に
作
成
さ
れ
た
資
料
の
中
で
、
日
本
政
府
は
次
の
よ
う
な
方
針
を
打
ち
出

し
て
い
る
。
北
朝
鮮
側
が
「
北
鮮
政
府
又
は
同
上
十
字
の
直
接
介
入
を
B
本
業
に
認
め
さ
せ
よ
う
と
策
謀
し
き
た
る
場
合
は
こ
れ
を
峻
拒
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

態
度
を
堅
持
す
る
も
の
と
す
る
」
、
さ
ら
に
、
「
北
鮮
赤
十
字
社
と
の
連
絡
方
を
赤
十
字
国
際
委
員
会
に
依
頼
す
る
」
。
こ
こ
か
ら
、
I
C
R
C

の
仲
介
に
よ
り
日
紐
帯
赤
十
字
の
直
接
交
渉
を
回
避
す
る
ね
ら
い
が
見
て
取
れ
る
。
帰
国
運
動
の
大
規
模
化
以
降
、
日
本
政
府
の
最
後
の
課
題

は
、
I
C
R
C
介
入
の
効
果
を
最
大
限
に
引
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
ま
ず
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
帰
還
協
定
締
結
へ
向
け
て
の
準
備
会
議
の
形
式
で
あ
っ
た
。
北
朝
鮮
側
は
I
C
R
C
を
交
え
た
三
者
会
談
に
反

対
し
、
平
壌
で
の
日
朝
両
赤
十
字
の
二
者
会
談
を
要
求
し
た
。
交
渉
の
結
果
双
方
が
妥
協
し
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
I
C
R
C
会
議
室
で
の
二
者
会

　
　
　
　
　
⑳

談
に
落
ち
着
く
。
こ
う
し
て
、
一
九
五
九
年
四
月
；
一
B
か
ら
日
朝
赤
十
字
会
談
が
開
催
さ
れ
、
同
年
八
月
＝
二
日
に
帰
還
協
定
が
締
結
さ
れ

た
。　

帰
還
協
定
の
規
定
に
お
け
る
I
C
R
C
の
役
割
は
、
協
定
第
三
条
2
項
に
「
日
本
赤
十
字
社
は
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
に
対
し
、
帰
還
希
望

者
の
登
録
機
構
と
運
営
と
が
人
道
的
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
保
障
す
る
た
め
に
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
が
必
要
か
つ
適
当
と
考
え
る

措
置
を
と
る
こ
と
を
依
頼
す
る
」
、
お
よ
び
3
項
に
「
日
本
赤
十
字
社
は
、
本
協
定
が
人
道
と
赤
十
字
の
諸
原
則
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
を
、
放
送
を
通
じ
て
広
告
す
る
よ
う
赤
十
字
国
際
委
員
会
に
依
頼
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
内
容
が
抽
象
的
で
あ
り
、
I
C

R
C
が
帰
還
事
業
に
お
い
て
果
た
す
役
割
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
の
背
景
に
は
、
北
朝
鮮
側
の
反
発
が
あ
っ
た
。
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

朝
鮮
側
が
最
も
難
色
を
示
し
た
点
は
、
I
C
R
C
に
よ
る
「
意
思
確
認
」
と
「
苦
情
処
理
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
自
由
意
志
で
あ
る
と
い
う

対
外
的
な
ア
ピ
ー
ル
と
北
朝
鮮
側
に
よ
る
帰
還
事
業
の
政
治
的
利
用
を
避
け
る
た
め
に
日
本
政
府
に
と
っ
て
重
要
な
事
項
で
あ
っ
た
が
、
疑
惑

の
対
象
に
さ
れ
た
北
朝
鮮
側
の
反
発
を
招
い
た
。
両
者
は
、
I
C
R
C
は
助
言
を
与
え
る
の
み
で
実
務
に
は
携
わ
ら
な
い
と
す
る
こ
と
で
、
ひ
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一九五〇年代の在日朝鮮入政策と北朝鮮帰還事業（黒河）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
ま
ず
合
意
に
漕
ぎ
つ
け
る
。
閣
議
了
解
か
ら
帰
還
協
定
締
結
ま
で
に
は
再
び
日
朝
間
の
綱
引
き
が
行
わ
れ
た
が
、
一
部
譲
歩
を
し
た
も
の
の
、

概
ね
日
本
側
の
意
図
は
反
映
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
帰
還
事
業
に
お
け
る
日
朝
の
役
割
分
担
も
、
日
本
側
に
有
利
な
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
側
の
負
担
は
、
帰
還
者
が
居
住
地
を
発
っ
て
か
ら
集

結
地
ま
で
の
便
宜
供
与
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
外
の
経
費
は
す
べ
て
北
朝
鮮
側
が
負
担
す
る
こ
と
が
取
り
決
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

五
七
年
二
月
の
I
C
R
C
覚
書
で
示
さ
れ
た
、
経
費
を
日
朝
で
折
半
す
る
と
い
う
案
よ
り
も
日
本
側
の
負
担
が
少
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本

政
府
は
帰
還
事
業
を
保
留
し
、
結
果
的
に
北
朝
鮮
側
の
譲
歩
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。
帰
国
運
動
の
変
化
に
対
応
し
て
、
帰
還

事
業
計
画
は
日
朝
赤
十
字
の
直
接
交
渉
か
ら
I
C
R
C
介
入
方
式
へ
と
変
更
さ
れ
た
が
、
こ
の
変
更
は
五
三
年
の
帰
還
問
題
の
浮
上
以
来
、
日

本
政
府
が
保
持
し
て
き
た
方
針
を
維
持
す
る
た
め
の
変
更
で
あ
っ
た
。
そ
の
方
針
と
は
、
再
入
国
許
可
を
与
え
な
い
と
い
う
入
国
管
理
の
原
則
、

日
本
政
府
が
極
力
関
与
し
な
い
形
式
で
の
最
低
限
の
便
宜
供
与
、
そ
し
て
人
道
性
の
確
保
お
よ
び
緩
衝
と
し
て
の
赤
十
字
の
利
用
で
あ
る
。
帰

還
事
業
が
具
体
化
す
る
過
程
で
帰
国
運
動
側
の
要
求
と
の
対
立
点
は
多
く
あ
っ
た
が
、
日
本
政
府
は
こ
の
原
理
原
則
を
崩
す
こ
と
な
く
実
施
に

漕
ぎ
つ
け
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
五
九
年
一
二
月
一
四
日
、
第
～
嘉
事
が
新
潟
港
か
ら
出
航
し
た
。
帰
還
者
九
七
五
名
の
な
か
に
は
、
強
制
送
還
の
対
象
者
も
含
ま
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
た
が
、
彼
ら
は
名
簿
に
載
せ
な
い
よ
う
に
取
り
決
め
ら
れ
て
い
た
。
出
入
国
管
理
令
・
外
国
人
登
録
法
体
制
に
お
け
る
最
大
の
矛
盾
は
、
帰

国
運
動
の
熱
気
と
人
道
主
義
の
看
板
の
下
に
霞
ん
で
見
え
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

①
一
九
五
八
年
一
〇
月
一
七
日
、
衆
議
院
外
務
委
員
会
。

②
日
本
赤
十
字
社
、
前
掲
書
、
第
七
巻
、
｝
八
七
…
一
八
八
頁
。

③
辰
巳
信
夫
『
在
日
韓
国
人
の
法
的
地
位
と
出
入
国
管
理
特
別
法
解
説
盛
（
法
務

　
省
入
国
管
理
局
、
一
九
六
六
年
）
、
一
九
頁
。

④
　
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
門
国
際
決
議
」
と
は
、
五
七
年
一
〇
月
二
八
日
か
ら

　
一
一
月
七
日
に
か
け
て
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で
開
催
さ
れ
た
第
一
九
回
赤
十
字
国
際
会

　
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
決
議
第
二
〇
号
、
門
離
散
家
族
の
再
会
」
で
あ
る
。
こ

　
の
決
議
二
〇
号
を
日
赤
は
帰
還
事
業
の
正
当
性
を
主
張
す
る
際
に
た
び
た
び
引
用

　
し
て
い
る
。
日
本
国
十
字
社
、
前
掲
誉
、
第
七
巻
、
四
五
頁
。

⑤
張
明
秀
「
帰
国
運
動
と
は
な
ん
だ
っ
た
の
か
偏
『
明
認
』
（
影
書
房
、
一
九
八
九

　
年
一
二
月
）
、
一
五
〇
一
一
七
〇
頁
。

⑥
刈
望
薯
蚤
墨
至
急
望
曽
三
豊
曽
な
望
斜
亀
潮
血
目
早
（
在
日
本
朝
鮮
人
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総
連
合
会
中
央
常
任
委
員
会
宣
伝
部
）
罫
晋
叫
叫
斜
鍛
叫
丑
刈
1
召
（
帰
国

　
者
の
た
め
の
資
料
・
第
一
輯
）
』
。

⑦
張
明
秀
、
前
掲
論
文
、
一
五
六
頁
。

⑧
『
朝
鮮
総
連
臨
三
四
・
三
五
号
、
三
六
号
、
三
八
号
、
三
九
号
（
一
九
五
八

　
年
）
。

⑨
在
日
本
朝
鮮
人
総
連
合
会
中
央
帰
国
対
策
委
員
会
「
帰
国
者
に
対
す
る
実
務
趨

　
進
要
綱
」
（
一
九
五
九
年
四
月
）
。

⑩
朴
正
鎮
「
北
朝
鮮
に
と
っ
て
讐
帰
国
事
業
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
」
、
高
崎
・

　
朴
、
前
掲
書
、
二
〇
八
頁
。

⑪
公
安
調
査
庁
は
さ
ら
に
、
「
帰
還
運
動
に
併
行
し
て
展
開
さ
れ
た
幹
部
学
習
や

　
北
鮮
公
民
化
教
育
の
普
及
も
ま
た
が
っ
て
見
な
い
積
極
的
な
も
の
」
で
あ
っ
た
と

　
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
公
安
調
査
庁
明
内
外
情
勢
の
回
顧
と
展
望
撫
（
｝
九
六

　
〇
年
）
。

⑫
帰
朝
目
新
聞
睡
～
九
五
八
年
　
○
月
四
日
（
夕
刊
）
。

⑬
『
朝
日
新
聞
』
～
九
五
九
年
二
月
九
日
（
夕
刊
）
。

⑭
モ
ー
リ
ス
翻
ス
ズ
キ
は
、
「
自
民
党
が
朝
鮮
人
の
北
朝
鮮
へ
の
帰
還
援
助
に
動

　
き
出
し
た
す
ぐ
後
」
に
生
活
保
護
削
滅
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

　
厚
生
省
は
こ
の
二
つ
の
関
連
性
を
充
分
に
自
覚
し
て
い
た
に
違
い
な
い
と
主
張
し

　
て
い
る
。
竃
〇
三
ω
・
ω
自
爵
譜
愚
・
ら
ド
唱
・
一
ト
。
一
．

⑮
福
田
芳
助
「
在
日
朝
鮮
人
の
生
活
保
護
に
つ
い
て
」
欄
親
和
肋
間
三
三
号
（
一

　
九
五
六
年
七
月
）
。

⑯
樋
口
雄
一
「
在
日
朝
鮮
人
生
活
保
護
打
ち
切
り
政
策
に
つ
い
て
扁
『
在
日
朝
鮮

　
人
史
研
究
臨
第
一
一
号
、
一
九
八
三
年
三
月
。

⑰
駐
在
一
、
前
掲
書
、
　
四
五
頁
。

⑱
朴
在
一
、
前
掲
書
、
一
五
五
頁
。

⑲
朴
慶
植
、
前
掲
書
、
三
九
九
頁
。

⑳
外
務
省
北
東
ア
ジ
ア
課
「
閣
議
了
解
に
至
る
ま
で
の
内
部
事
情
」
（
一
九
五
九

　
年
二
月
）
。

⑳
『
ア
カ
ハ
タ
輪
、
一
九
五
八
年
一
二
月
二
六
日
。

⑫
　
岸
内
閣
の
帰
還
事
業
実
施
が
生
活
保
護
費
の
一
菜
な
ど
を
目
的
と
し
て
い
る
こ

　
と
は
、
当
時
か
ら
各
所
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
例
と
し
て
は
、
関
野
昭
一
の
「
日

　
本
政
府
は
在
日
朝
鮮
人
の
多
く
に
生
活
扶
助
を
行
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
考

　
え
る
と
帰
還
業
務
に
支
出
す
る
金
額
は
必
ず
し
も
無
駄
な
支
出
で
は
な
い
。
」
と

　
い
う
指
摘
が
あ
る
。
（
隅
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
隔
第
一
二
〇
号
、
｝
九
六
一
年
一
月
、
国

　
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
）
。

㊧
　
　
『
朝
日
新
聞
臨
、
一
九
五
九
年
一
旦
二
〇
日
（
夕
刊
）
。

⑳
　
モ
…
リ
ス
翻
ス
ズ
キ
、
前
掲
書
、
『
北
朝
鮮
へ
の
エ
ク
ソ
ダ
ス
』
。
高
崎
・
朴
、

　
前
掲
書
な
ど
を
参
照
。

⑳
　
一
九
五
九
年
一
旦
三
日
付
の
門
閣
議
了
解
（
案
）
参
考
資
料
（
非
公
表
）
」

　
で
は
韓
国
側
の
反
発
を
想
定
し
て
以
下
の
手
順
を
用
意
し
て
い
る
。
門
基
本
的
人

　
権
に
巷
つ
く
居
住
地
選
択
の
自
由
と
い
う
国
際
通
念
に
藩
つ
く
処
理
」
で
あ
り
、

　
「
日
韓
間
の
国
交
を
正
常
化
せ
ん
と
す
る
日
本
政
府
の
根
本
方
針
に
は
何
ら
変
わ

　
り
な
い
こ
と
を
充
分
に
説
明
」
す
る
。
交
渉
が
決
裂
し
た
場
合
、
抑
留
漁
夫
の
送

　
還
を
工
C
R
C
に
依
頼
す
る
、
「
「
李
ラ
イ
ン
」
内
外
へ
の
保
護
出
漁
の
体
制
を
強

　
化
す
る
」
、
門
情
勢
に
よ
り
…
…
国
連
提
訴
方
を
考
慮
す
る
」
。
外
務
省
文
書
「
閣

　
議
了
解
（
案
）
」
、
参
考
資
料
「
対
韓
国
及
び
北
鮮
関
係
に
お
い
て
講
ず
べ
き
付
帯

　
措
置
駄
（
～
九
五
九
年
一
月
ニ
ニ
日
）
。

⑳
　
権
容
爽
、
前
掲
論
文
、
八
五
頁
。

⑳
　
前
掲
、
「
閤
議
了
解
に
至
る
ま
で
の
内
部
事
情
」
。

⑳
外
務
省
文
書
門
闇
議
了
解
（
案
）
」
。

⑳
外
務
省
文
書
「
在
日
朝
鮮
人
北
朝
鮮
帰
還
問
題
処
理
に
関
す
る
手
順
」
（
～
九

　
五
九
年
二
月
＝
一
日
）
。

⑳
　
日
本
赤
十
字
社
、
前
掲
書
、
第
七
巻
、
一
九
ニ
ー
【
九
五
頁
。

⑳
　
　
「
朝
鮮
民
霊
主
義
人
毘
共
和
国
赤
十
字
会
と
日
本
赤
十
字
社
と
の
問
に
お
け
る
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在
日
朝
鮮
入
の
帰
還
に
関
す
る
協
定
」
、
法
務
省
入
国
管
理
局
（
編
）
『
入
国
管
理

　
月
報
臨
「
北
鮮
帰
還
に
関
す
る
協
定
等
資
料
お
よ
び
暫
定
期
間
中
に
お
け
る
北
鮮

　
帰
還
関
係
塾
醐
統
計
」
（
一
九
七
一
年
）
、
⊥
ハ
＝
　
頁
。

⑫
高
木
武
三
郎
『
帰
還
問
題
覚
書
』
（
一
九
七
〇
年
）
、
六
八
一
七
〇
頁
。

⑳
　
も
っ
と
も
こ
の
後
、
一
九
五
九
年
九
月
に
日
赤
が
発
表
し
た
『
帰
還
案
内
幅
の

　
内
容
に
「
意
思
確
認
」
の
項
目
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
反
発
し
た
朝
鮮
総
連
側

　
が
、
帰
還
申
し
込
み
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。
日
本

　
赤
十
字
社
、
前
掲
轡
、
第
七
巻
、
一
一
〇
七
頁
。

⑭
　
日
本
赤
十
字
社
、
鶴
掲
書
、
第
七
巻
、
一
八
四
－
一
八
五
頁
。

⑳
只
木
武
三
朗
、
前
掲
書
、
一
〇
〇
頁
。
「
午
前
十
時
半
、
わ
が
代
表
は
メ
ト
ロ

　
ポ
…
ル
で
朝
赤
代
表
団
と
会
見
、
大
村
収
容
所
の
収
容
者
は
帰
す
が
、
記
録
に
は

　
止
め
な
い
旨
了
解
さ
す
。
」

お
　
わ
　
り
　
に

一九五〇年代の在日朝鮮人政策と北朝鮮帰還事業（黒河）

　
一
九
五
二
年
の
主
権
回
復
後
、
G
H
Q
か
ら
宮
田
朝
鮮
人
政
策
を
正
式
に
受
け
継
い
だ
日
本
政
府
は
、
占
領
期
の
経
験
を
基
礎
に
し
た
出
入

国
管
理
令
・
外
国
人
登
録
法
体
制
の
下
、
「
送
還
」
と
「
管
理
」
を
基
軸
と
す
る
政
策
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
送
還
不
調
問
題

や
在
日
朝
鮮
入
側
か
ら
の
生
活
権
運
動
な
ど
の
問
題
を
抱
え
、
在
日
朝
鮮
人
政
策
は
混
乱
と
行
き
詰
ま
り
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う

な
状
況
下
、
朝
鮮
戦
争
休
戦
協
定
後
に
浮
上
し
て
き
た
在
日
朝
鮮
人
の
帰
還
問
題
は
、
日
本
政
府
の
側
に
も
在
日
朝
鮮
人
問
題
の
ひ
と
つ
の
打

開
策
と
し
て
、
帰
還
事
業
の
実
施
と
い
う
選
択
肢
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
在
日
朝
鮮
人
の
帰
国
運
動
は
小
規
模
で
主
体
性
の
あ
る
も
の
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
北
朝
鮮
政
府
の
意
向
を
受
け
て
、
運
動
の
目
的
や

規
模
を
大
き
く
転
換
し
て
い
っ
た
。
こ
の
変
化
に
対
応
し
て
、
日
赤
の
計
画
も
変
化
し
て
ゆ
く
。
日
赤
の
強
い
働
き
か
け
に
対
し
て
日
本
政
府

は
、
帰
還
事
業
の
意
図
に
は
賛
同
し
つ
つ
も
、
実
施
に
は
慎
重
な
態
度
を
と
り
続
け
た
。
帰
還
事
業
の
実
施
は
日
本
政
府
に
と
っ
て
、
利
益
以

上
に
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
が
予
想
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
在
日
民
事
期
に
は
生
活
権
運
動
や
強
制
送
還
反
対
運
動
の
一
部
と
し
て
、
「
帰
国
・
渡
航
の
自
由
」
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
帰
国

運
動
の
位
置
づ
け
は
、
～
九
五
五
年
五
月
の
朝
鮮
総
連
結
成
を
契
機
と
し
て
北
朝
鮮
政
府
の
国
交
正
常
化
戦
略
お
よ
び
在
外
公
民
と
し
て
の
権

利
保
障
と
い
う
、
よ
り
組
織
的
か
つ
政
治
色
の
強
い
集
団
帰
国
運
動
へ
と
転
換
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
日
赤
と
政
府
当
局
は
当
初
検
討
し
て
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い
た
日
朝
赤
十
字
間
の
直
接
交
渉
を
断
念
し
、
I
C
R
C
の
伸
介
に
よ
る
帰
還
事
業
の
実
現
を
模
索
す
る
よ
う
に
な
る
。
I
C
R
C
は
、
韓
国

政
府
の
反
発
に
対
す
る
緩
衝
と
、
北
朝
鮮
や
左
派
勢
力
の
「
政
治
的
意
図
し
を
封
じ
込
め
る
と
い
う
二
つ
の
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
。
五
六

年
一
二
月
に
は
I
C
R
C
の
介
入
表
明
に
よ
り
帰
還
事
業
実
現
の
可
能
性
が
高
ま
る
が
、
韓
国
と
の
外
交
交
渉
に
与
え
る
影
響
と
航
行
の
安
全

の
問
題
な
ど
か
ら
、
日
本
政
府
は
依
然
、
帰
還
事
業
の
実
施
を
保
留
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
状
況
を
一
変
さ
せ
た
の
は
、
一
九
五
八
年
八
月
の
北
朝
鮮
政
府
の
政
策
転
換
と
、
そ
れ
に
伴
う
帰
国
運
動
の
大
規
模
運
動
化
と
い

う
事
態
で
あ
る
。
こ
の
際
、
北
朝
鮮
側
が
配
船
の
意
志
を
表
明
し
た
こ
と
は
、
懸
案
で
あ
っ
た
航
行
の
安
全
の
問
題
を
解
消
す
る
ば
か
り
で
な

く
、
日
本
政
府
の
推
進
と
い
う
印
象
を
薄
め
る
効
果
も
与
え
た
。
朝
鮮
総
連
に
よ
る
大
規
模
運
動
の
展
開
と
世
論
の
形
成
、
国
際
情
勢
に
お
け

る
韓
国
の
孤
立
と
い
っ
た
環
境
も
岸
内
閣
の
決
定
を
後
押
し
し
た
。
こ
れ
ら
の
情
勢
が
人
道
上
の
十
分
差
根
拠
と
、
要
望
に
突
き
動
か
さ
れ
て

「
承
認
す
る
」
と
い
う
受
身
的
立
場
を
与
え
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
、
帰
還
事
業
計
画
に
も
っ
と
も
消
極
的
で
あ
っ
た
外
務
省
も
日
韓

交
渉
に
お
け
る
大
局
的
判
断
か
ら
賛
成
に
転
じ
、
五
九
年
二
月
、
岸
内
閣
は
帰
還
事
業
の
実
施
を
閣
議
了
解
し
た
。

　
こ
こ
で
、
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
で
提
起
し
た
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
日
本
政
府
が
北
朝
鮮
帰
還
事
業
の
計
画
お
よ
び

実
施
に
お
い
て
担
っ
た
役
割
は
何
か
と
い
う
問
題
を
、
戦
後
在
日
朝
鮮
人
政
策
史
の
連
続
性
の
中
で
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
課
題
で
あ
る
。

　
モ
ー
リ
ス
ー
ー
ス
ズ
キ
は
、
在
日
朝
鮮
人
追
放
と
い
う
強
い
動
機
を
持
つ
与
党
の
重
要
メ
ン
バ
ー
が
主
導
し
て
、
日
赤
と
日
本
政
府
が
帰
還
事

業
を
推
進
し
て
き
た
と
主
張
し
た
。
そ
れ
に
対
し
朴
正
鎮
は
、
政
府
は
日
赤
と
の
「
最
終
的
な
利
害
の
一
致
」
が
得
ら
れ
る
ま
で
は
外
交
問
題
に

配
慮
し
て
慎
重
な
態
度
を
と
っ
て
き
た
と
評
価
し
た
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
対
し
本
稿
で
は
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ

っ
た
、
帰
還
事
業
を
計
画
す
る
上
で
当
時
の
日
本
政
府
が
抱
え
て
い
た
葛
藤
、
中
で
も
強
制
送
還
へ
の
批
判
や
帰
圏
運
動
の
政
治
性
な
ど
在
日

朝
鮮
人
運
動
を
め
ぐ
る
葛
藤
に
注
目
し
、
こ
れ
ら
が
日
本
政
府
の
帰
還
事
業
計
画
へ
の
対
応
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し

た
。　

日
本
政
府
が
、
は
じ
め
に
帰
還
問
題
が
提
起
さ
れ
て
か
ら
五
年
以
上
も
決
定
を
保
留
し
て
い
た
理
由
は
、
利
益
よ
り
も
弊
害
の
方
が
ま
さ
つ
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一九五〇年代の在日朝鮮人政策と北朝鮮帰還事業（黒河）

て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
政
府
当
局
は
当
初
か
ら
、
帰
還
事
業
の
実
施
を
「
送
還
」
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
を
非
常
に
警
戒
し
て
い
た
。
そ

し
て
韓
国
と
の
外
交
問
題
に
加
え
、
帰
国
運
動
に
付
随
す
る
法
的
地
位
の
改
善
や
国
交
正
常
化
な
ど
の
要
求
も
政
府
の
決
断
を
困
難
に
し
て
い

た
。
こ
れ
ら
の
弊
害
が
軽
減
さ
れ
、
利
益
が
上
回
っ
た
時
点
で
よ
う
や
く
決
定
を
下
し
た
の
で
あ
る
。

　
日
本
政
府
責
任
論
を
め
ぐ
っ
て
は
、
帰
還
計
画
の
推
進
主
体
と
「
追
放
意
図
」
を
関
連
さ
せ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

本
稿
で
は
こ
の
「
推
進
の
主
体
」
と
「
追
放
意
図
」
が
直
接
関
係
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
日
本
政
府
は
起
こ
り
う
る
外
交

お
よ
び
内
政
上
の
弊
害
を
最
小
化
す
る
た
め
に
、
帰
還
事
業
の
計
画
・
実
施
に
お
い
て
主
導
的
立
場
を
と
る
こ
と
を
意
図
的
に
避
け
た
。
そ
し

て
、
そ
の
受
身
的
な
姿
勢
を
貫
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
入
国
管
理
政
策
の
原
則
お
よ
び
外
交
政
策
の
基
本
的
枠
組
み
を
維
持
し
な
が
ら
、

批
判
を
封
じ
込
め
た
上
で
「
追
放
政
策
」
の
目
的
を
達
成
し
た
と
い
え
る
。
モ
ー
リ
ス
ロ
ス
ズ
キ
は
、
日
本
政
府
が
日
赤
と
の
緊
密
な
連
携
の

下
に
大
量
帰
還
事
業
を
計
画
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
秘
匿
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
功
に
導
い
た
と
論
じ
た
。
し
か
し
、
計
画
は
完
全
に
秘
匿
さ
れ

て
い
た
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
日
本
政
府
は
日
赤
に
よ
る
計
画
推
進
か
ら
～
定
の
距
離
を
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
的
を
達
し
得
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
帰
還
事
業
の
「
推
進
の
主
体
」
と
な
る
こ
と
な
く
、
最
低
限
の
予
算
と
貢
献
で
在
日
朝
鮮
人
の
大
量
出
国
が
実
現
し
た
こ
と
は
、
日

本
政
府
の
利
益
を
大
い
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
在
日
朝
鮮
人
政
策
の
連
続
性
に
お
い
て
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
行
き

詰
ま
り
を
見
せ
て
い
た
在
日
朝
鮮
入
政
策
は
、
生
活
環
境
や
法
的
地
位
の
改
善
を
求
め
る
在
日
朝
鮮
人
運
動
の
要
求
に
応
え
る
こ
と
も
、
基
本

路
線
の
修
正
を
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
～
応
の
打
開
策
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
同
時
に
こ
の
事
実
は
、
在
日
朝
鮮
人
運
動
の
あ
り
方
が
内
包
し
て
い
た
問
題
を
暗
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
在
日
朝
鮮
人
団
体
の
活
動
方

針
が
転
換
さ
れ
る
過
程
で
、
彼
ら
の
運
動
形
態
は
、
当
初
の
「
帰
国
・
渡
航
の
自
由
」
と
い
う
権
利
の
主
張
か
ら
、
「
帰
国
」
そ
の
も
の
が
目

的
と
さ
れ
る
よ
う
に
変
質
し
て
い
っ
た
。
そ
の
中
で
渡
航
往
来
の
自
由
と
い
う
、
よ
り
本
質
的
な
問
題
や
生
活
改
善
要
求
な
ど
他
の
問
題
は
脇

に
追
い
や
ら
れ
、
帰
還
事
業
の
実
現
に
集
中
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
、
「
帰
国
者
」
問
題
の
核
心
を
考
え
る
上
で
、
自
由
往
来
の
権

利
を
保
留
し
た
こ
と
が
も
た
ら
し
た
影
響
は
看
過
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
彼
ら
が
「
追
放
政
策
」
と
呼
ん
で
非
難
し
た
日
本
政
府
の
政
策
に
、
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む
し
ろ
有
利
な
状
況
を
提
供
し
た
と
い
え
る
。
一
九
五
〇
年
代
半
ば
以
降
の
在
日
朝
鮮
人
運
動
の
方
針
が
、
そ
の
後
、
送
還
と
管
理
を
基
軸
と

す
る
日
本
政
府
の
在
日
朝
鮮
人
政
策
の
存
続
に
及
ぼ
し
た
負
の
影
響
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）
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Mongols　rerriained　in　balance　on　the　whole，　and　this　state　continued　until　the　Qing

dynasty　conquered　both　China　and　Mongolia　in　the　17th　century．

Throughout　the　Ming　period，　the　emperors　and　their　governments　had　to　main－

tain　their　defenses　on　the　northem　border　at　great　cost．　Particularly，　after　it　be－

came　apparent　that　su’モ?　a　defense　framework　would　be　permanent，　they　were

obBged　to　devise　methods　to　reduce　defense　costs　and　put　imperial　finances　on　a

im　basis．　These　methods　occupied　a　iarge　part　of　administration　of　the　Ming．

Consequently，　the　military　balance　between　the　Ming　and　Mongols　began　to　in｛lu－

ence　ail　aspects　of　Ming　policy．

The　Policy　towards　Koreans　in　Japan　and　the　Repatriation　Project　to

　　　　　　North　Korea　in　the　1950s：　Development　of　the　Return

　　　　　　　　　Movement　and　Changes　in　the　Repatriation　Plan

by

KuRol〈AwA　Seiko

　　With　the　restoration　of’sovereignty　in　Apr．　28，　1952，　Japanese　government

establjshed　a　legal　framework　centered　on　the　lmrnigration　Control　Act　and　the

Alien　Register　Law　on　the　basis　of　the　experlence　under　the　allied　occupation．

However，　this　system　which　was　based　on　forced　repatriation　and　control　of　res－

ident　aliens　ground　to　a　hait　in　the　face　of　the　South　Korean　govemmen£’s　refusal

to　accept　repatriates　and　the　struggle　for　the　human　right　to　a　livelihood　by　Min－

sen　（the　United　Democratic　Front　of　Korea　in　Japan）．　The　problem　of　repatriation

of　Koreans　in　Japan　to　North　Korea　had　emerged　around　the　time　of　the　armistice

agreement　of　Korean　War’　m’　1953，　and　it　seemed　to　offer　a　solution　to　a　difficult

situation．　but　at　the　same　time　it　t］hreatened　to　exacerbate　tensions　with　South
　　　　　　　’

Korea　and　pique　the　wariness　of　Koreans　kl　Japan．　Fro恥this　standpo血t，　the

Japanese　government　recoghzed　the　need　to　play　an血conspicuous　role　in血e　re－

patriation　process　that　would　defiect　domestic　and　foreign　criticisrn．　Faced　with

demands　from　opposition　parties，　the　Japanese　govemment　explored　the　possibil－

ity　of　bilateral　negotiations　with　North　Korea　through　the　meditation　of　the

Japanese　Red　Cross　Society．　The　Red　Cross　proposed　in　the　telegram　to　the

North　Korean　Red　Cross　Socie£y　in　Jan．　6，　1954　to　aid　the　resident　Koreans　in

Japan　by　repatriating　them　using　the　ships　and　routes　that　had　been　used　to　re－

patriate　Japanese　na廿onals　from　the　Korean　Pe曲sula．
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　　However，　this　bilateral　method　conducted　between　the　two　Red　Cross　societies

had　to　be　altered　because　of　changes　in　the　return　movement．　The　character　of

Soren　（the　General　Association　of　KoreEm　Residents　in　Japan），　which　had　been

established　in　May　1955，　became　increasingly　subject　to　North　Korean　gov－

ernment　policy　as　it　took　on　the　character　of　a　diplomatic　rr｝ission，　and　this　change

in　stance　was　reflected　in　the　return　movement．　While　Minsen　had　advocated　that

the　return　of　resident　Koreans　in　Japan　was　a　matter　of　the　“freedom　of　go

abroad，”　an　individual’s　human　right，　Soren　developed　the　return　movement　more

systematicaky　in　synchronization　with　the　policy　of　North　Korean　goverr｝ment，

holding　meetings　for　applicants　wishing　to　return　and　thereby　clearly　demonslt”ated

the　number　of　appticants．

　　With　the　change　of　returR　movement，　Shimazu　Tadatsugu，　the　president　of　the

Japanese　Red　Cross　Society　asked　the　ICRC　（£he　lntemational　Cornmittee　of　the

Red　Cross）to血tervene　in　the　repa㎞ation　pr（）ject．　Attached　to　the　telegram　that

Sltirnazu　sent　to　the　ICRC　was　letter　from　Soren’s　Tokyo　Assembly　of　Resident

Koreans　Seeking　Repatriation，　which　Shimazu　described　as　“not　a　petition　but　a

requesY’　and　suggested　its　political　and　coilective　character．　The　intention　of　the

Japanese　side　in　asking　for　the　intervention　of　the　ICRC　was　to　emphasis　the

humanitarian　aspects　of　the　project　in　order　to　persuade　the　South　Korean　gov－

er㎜ent　and　conta血the　pohUc訓曲ence　of止e　No曲Kore㎜gover㎜ent．

　　Kishi　Nobusuke，　who　had　assumed　the　prerniership　on　Feb．　25，　1957，　made　a

point　of　emphasizing　relations　with　South　Korea　but　preferred　to　minirr｝ize　the　ro｝e

of　Japanese　government　in　the　repatriation　project．　le　was　foRowing　the　summer　of

1958　when　the　repatriation　movernent　had　gown　massively　that　the　situation

changed　into　one　advantageous　to　Kishi．　Due　to　the　resolution　of　Soren　in　Aug．　12

to　ask　the　Japanese　government　to　guarantee　repatriation，　the　addresses　of　North

Korean　Prime　Minister　Kim　ll－Sung　in　Sept．　8　expressing　his　welcome　for

Koreans　from　Japan，　and　that　of　Foreign　Minister　Nam　ll　in　Dec．　30　expressing

North　Korean　willmgness　to　provide　ships　for　the　return，　t］he　number　of　appticants

for　repatriation　increased　sharply．　And　in　Japan，　“public　opinion　charging　the　Kishi

adrrrinistration　with　failing　to　implement　the　humanitarian　endeavor　of　the　repatria－

tioR　projecY’　formed．　ln　these　circumstances，　the　Kishi　adrnmistration　approved

the　repatriation　pyoject　in　Feb．　13，　1959，　without　giving　the　impression　that　the

Japanese　government　was　promoting　the　project．

　　By　sustaining　its　passive　stance，　the　Japanese　govemment　achieved　its　goal　of

carrying　out　an　“expulsion　policy”　in　a　fashion　that　minimized　the　role　of　the　gov－

er㎜ent飢d創ara鍬teed　huma盛ta伽sm　w姐e　also　ma血毛a亜ng　bo血the　principle

of　not　permitting　reentry　as　an　imrnigration　control　measure　and　the　basic
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framework　of　its　diplomatic　policy．　The　govemment　whose　policy　regarding

Koreans　in　Japan　had　seemed　to　have　reached　an　impasse　arrived　at　a　tentative

solution　without　respondmg　to　the　demands　of　the　movement　by　Korean　residents

or　by　modifYing　its　basic　policy　towards　Koreans　in　Japan．

The　Formation　of　an　Antagonistic　Conservative－Progressive　Axis

　　　　　in　Postwar　Okinawa：　Focusing　on　the　Process　toward

　　　　　　　　　　Reformist　Joint　Struggle　in　the　Early　1960s

by

SAKURAZAWA　Makoto

　　The　purpose　of　this　paper　is　to　show　clearly　how　Ol〈inawa　under　U．S．　military

occupation　was　subsumed　into　the　conservative－progressive　antagonism　in　postwar

Japan　du血g　the　cold　war．　More　specifica璽y，　I　examine　the　role　played　by　the

Council　for　the　Reversion　of　Oidnawa　Prefecture　to　the　Fatherland　（CROPF），

formed　in　Apnl，　1960，　in　the　political　realignment．　ln　Okinawa，　thereafter　the　an－

tagonistic　conservative－progressive　axis　of　Conservative　Party　versus　the　tlllree

reforntist　parties　became　a　fixed　battle　line．

　　In　the　context　of　the　campaign　against　the　U．S．一Japan　Secuyity　Treaty　on　the

mainland，　CROPF　was　formed　out　of　a　sense　of　crisis　that　the　Okmawa　problem

was　being　made　light　of．　When　CROPF　was　formed，　the　Ol〈inawa　Liberal　Demo－

cratic　Party　（OLDP）　did　not　participate，　rejecting　the　mass　movement．　Three　par－

ties　（the　Okinawa　Socialist　Masses　Party　（OSMP），　the　Okinawa　People’s　Party，

and　the　Okinawa　Socialist　Party）that　were　jo血ed　together　in　CROPF　were　kl

mutual　opposition　to　one　another．　Moreover，　since　OSMP　held　a　position　close　to

that　of　the　OLDP，　it　was　not　considered　progressive．　A　monolithic　lefust　block　did

not　exist　at　the　time　of　formation　of　the　CROPF．　ln　the　late　1950s，　the　mainland

potitical　parties　began　to　strengthen　their　involvement　in　Okinawa．　Given　the　im－

pact　of　this　situabion，　it　is　necessary　to　recognize　that　reversion　movement　of　the

1960s　as　a　part　of　a　greater　process　that　transformed　the　reversion　movement

into　a　progressive　one．　It　is　necessary　to　exam血e　the　process　in　which　three　par－

ties　cooperated．　When　examined　on　the　basis　of　such　an　awareness　of　the　issues，

it　becomes　clear　that　the　creation　of　joint　s£ruggle　movement　in　the　Naha　mayoral

election　in　December，　1961　was　particularly　important．

　　CROPF　adopted　the　policy　in　Okinawa　of　acting　as　a　nonpartisan　organization．
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